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史
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編



新
古
改
撰
誌
記
　
巻
之
一

　
　
一
　
　
五
役
吟
味
の
節
麻
上
下
着
用
に
つ
き
控
（
寛
政
九
年
）  

 

1-

1

　
　
二
　
　
中
間
組
頭
見
習
差
免
候
に
つ
き
門
番
人
江
伺
（
寛
政
十
年
）  

 

1-

1

　
　
三
　
　
中
間
押
・
小
人
押
泊
番
の
節
御
台
所
頂
戴
願
（
享
和
元
年
）  

 

1-

1

　
　
四
上
　
下
水
端
永
預
地
・
屋
敷
境
除
地
、
囲
込
地
面
請
取
届
（
享
和
二
年
）  

 

1-

2

　
　
四
下
　
大
縄
屋
敷
地
割
余
り
等
古
来
よ
り
の
大
繩
地
取
扱
例
格
に
つ
き
回
答
（
享

和
二
年
）  

 

1-

2

　
　
五
　
　
中
間
組
中
・
家
来
宗
旨
証
文
之
文
言
改
に
つ
き
（
文
化
十
年
）  

 

1-

3

　
　
六
　
　
役
所
勤
方
心
得
（
享
和
三
年
）  
 

1-

3

　
　
七
　
　
大
奥
御
台
所
前
門
番
・
同
裏
締
戸
番
増
人
願
（
文
化
元
年 

両
番
人
→
目
付
）

 
 

 

1-

5

　
　
八
　
　
中
間
頭
一
名
転
役
の
節
明
組
支
配
に
つ
き
届
（
文
化
元
年
　
中
間
頭
→
目

付
）  

 

1-

5

　
　
九
　
　
拝
領
地
内
火
事
に
つ
き
目
付
支
配
無
役
押
込
伺
（
文
化
二
年
　
中
間
頭
→

目
付
）  

 

1-

6

　
一
〇
　
　
勘
定
所
普
請
役
召
放
に
つ
き
大
縄
屋
敷
取
戻
願
（
文
化
二
年
　
中
間
頭
→

目
付
）  

 

1-

6

　
一
一
　
　
目
付
よ
り
尋
に
つ
き
中
間
・
小
人
御
台
所
支
給
人
数
書
上
（
文
化
二
年
）   

1-

6

　
一
二
　
　
従
弟
揚
屋
入
に
つ
き
中
間
押
込
伺
（
文
化
二
年
　
中
間
頭
→
目
付
） 

 
1-

10

　
一
三
　
　
中
間
・
小
人
跡
役
羽
織
取
扱
に
つ
き
廻
状
（
文
化
三
年
　
小
人
頭
→
中
間

頭
）  

 

1-
10

　
一
四
　
　
本
丸
同
役
欠
員
の
節
繰
上
願
（
文
化
三
年
　
西
丸
中
間
・
小
人
目
付
→
目

付
）  

 

1-

12

　
一
五
　
　
下
賜
品
代
金
支
給
に
つ
き
掛
合
（
文
化
三
年
　
納
戸
頭
→
目
付
）  

 

1-

12

　
一
六
　
　
四
役
厄
介
抱
入
の
節
屋
敷
拝
領
に
つ
き
回
答
（
文
化
四
年
　
四
役
頭
→
目

付
）  

 

1-

13

　
一
七
　
　
小
普
請
家
来
筋
中
間
へ
長
屋
貸
与
願（
文
化
四
年
　
小
普
請
支
配
→
目
付
） 
  

 

1-

13

　
一
八
　
　
兄
免
職
押
込
に
つ
き
中
間
押
込
伺
（
文
化
六
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

1-

13

　
一
九
　
　
中
間
頭
甥
義
絶
に
よ
り
親
類
書
認
直
し
に
つ
き
（
文
化
六
年
）  

 

1-

14

　
二
〇
　
　
手
形
紛
失
に
つ
き
中
間
押
込
の
達
（
文
化
七
年
　
若
年
寄
→
目
付
）  

 

1-

15

　
二
一
　
　
中
間
役
名
・
高
・
着
服
書
上
（
文
化
八
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

1-

15

　
二
二
　
　
中
間
転
役
に
つ
き
大
縄
屋
敷
取
戻
願
（
文
化
八
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

1-

16

　
二
三
　
　
一
人
勤
の
節
早
帰
に
つ
き
届
（
文
化
八
年
　
中
間
頭
→
小
人
頭
）  

 

1-

17

　
二
四
　
　
十
月
以
降
役
替
・
番
入
の
切
米
・
足
高
に
つ
き
達
（
文
化
八
年
　
若
年
寄

→
目
付
）  

 

1-

17

　
二
五
　
　
倹
約
年
限
中
の
仕
着
等
代
金
支
給
に
つ
き
（
文
化
九
年
）  

 

1-

17

　
二
六
　
　
通
御
・
御
成
等
の
節
蝋
燭
支
給
願
（
文
化
九
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
目

付
）  

 

1-

20

　
二
七
　
　
仕
着
等
現
物
支
給
復
旧
に
つ
き
掛
合
（
文
化
十
四
年
　
納
戸
頭
→
目
付
）   

1-

21

　
二
八
　
　
中
間
か
ら
厩
口
之
者
へ
転
役
の
例
に
つ
き
尋
（
文
化
十
年
　
目
付
→
　
）   

1-

21

　
二
九
　
　
西
丸
持
鑓
之
者
増
人
候
補
書
上
（
享
和
二
年
　
中
間
頭
→
西
丸
目
付
）  

 

1-

21

　
三
〇
　
　
台
所
番
召
放
に
つ
き
大
縄
屋
敷
取
戻
願
（
享
和
二
年
　
中
間
頭
→
目
付
）   

1-

22

　
三
一
　
　
拝
領
屋
敷
外
の
居
宅
に
て
類
焼
の
節
届
出
に
つ
き
控
（
享
和
二
年
）  

 

1-

24

　
三
二
　
　
中
間
・
掃
除
之
者
拝
領
屋
敷
相
対
替
願
（
文
化
十
年
　
掃
除
頭
・
中
間
頭

→
目
付
）  

 

1-

24

　
三
三
　
　
中
間
供
組
頭
孫
女
関
所
通
行
に
つ
き
（
文
化
十
一
年
）  

 

1-

25

　
三
四
　
　
御

中
勤
方
に
つ
き
（
文
化
十
一
年
）  

 ･･･････

1-

26

　
三
五
　
　
中
間
・
同
目
付
病
気
に
つ
き
湯
治
願
（
文
化
十
一
年
　
中
間
頭
→
目
付
）   

1-

27

　
三
六
　
　
御
挑
灯
建
置
場
拡
張
願
（
文
化
十
一
年
　
目
付
→
作
事
奉
行
）  

 

1-

28

　
三
七
　
　
臨
時
御
挑
灯
建
置
場
に
つ
き
願
（
文
化
十
一
年
　
目
付
→
作
事
奉
行
）  

 

1-

28

　
三
八
　
　
玉
樹
院
様
葬
送
に
つ
き
（
文
化
十
一
年
）  

 

1-

29

　
三
九
　
　
部
屋
住
の
者
繰
上
に
つ
き
願
（
文
化
十
二
年
　
中
間
・
小
人
頭
→
目
付
）   

1-

30

　
四
〇
　
　
台
方
長
屋
門
番
見
習
欠
員
補
充
に
つ
き
（
文
化
十
三
年
）  

 

1-

31

　
四
一
　
　
中
間
弟
出
奔
に
つ
き
（
文
化
十
三
年
）  

 

1-

34

　
四
二
　
　
両
目
付
跡
役
伺
書
仕
様
に
つ
き
伺
（
文
化
十
三
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→

　
）  

 

1-

35

　
四
三
　
　
駕
籠
之
者
乱
暴
狼
藉
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

36

　
四
四
　
　
中
間
・
小
人
勤
場
所
灯
油
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

37



　
四
五
　
　
中
間
宅
へ
盗
賊
忍
入
の
節
紛
失
物
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

39

　
四
六
　
　
中
間
組
大
縄
屋
敷
上
り
高
引
当
の
借
金
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

41

　
四
七
　
　
西
丸
内
中
間
勤
場
所
灯
油
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

44

　
四
八
　
　
中
間
新
規
抱
入
に
つ
き
屋
敷
拝
領
願
（
文
化
十
四
年
　
中
間
頭
→
目
付
）   

1-

46

　
四
九
　
　
中
間
差
料
大
小
紛
失
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

48

　
五
〇
　
　
徒
目
付
就
役
の
者
過
扶
持
取
扱
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

51

　
五
一
　
　
右
大
将
様
御
成
の
節
不
調
法
の
旨
届
（
文
化
十
四
年
　
中
間
→
西
丸
当
番

所
）  

 

1-

52

　
五
二
　
　
中
間
拝
領
屋
敷
内
よ
り
出
火
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

52

　
五
三
　
　
西
丸
目
付
よ
り
中
間
目
付
へ
学
問
所
勤
番
任
命
の
達
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

53

　
五
四
　
　
中
間
妻
の
叔
父
行
方
不
明
に
つ
き
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

54

　
五
五
　
　
中
間
弟
素
読
出
精
に
つ
き
褒
美
（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

54

　
五
六
　
　
両
役
勤
部
屋
場
所
替
願
（
文
化
十
四
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
目
付
）  

 

1-

55

　
五
七
　
　
中
間
追
放
の
節
屋
敷
・
借
金
引
受
願
（
文
政
元
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

1-

55

　
五
八
　
　
中
間
親
類
紛
失
物
に
つ
き
届
（
文
政
元
年
　
中
間
頭
→
　
）  

 

1-

56

　
五
九
　
　
中
間
惣
人
数
書
上
（
文
政
元
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

1-

57

　
六
〇
　
　
定
式
・
遠
御
成
一
度
毎
入
用
尋
に
つ
き
回
答
（
文
化
十
二
年
　
→
勘
定
奉

行
）  

 

1-

58

　
六
一
　
　
瑞
芳
院
様
葬
送
用
着
物
注
文
書
（
文
化
十
二
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
細

工
所
）  

 

1-

60

　
六
二
　
　
紅
葉
山
参
詣
の
節
中
間
等
着
物
に
つ
き
（
文
化
十
二
年
）  

 
1-

60

　
六
三
　
　
中
間
居
宅
類
焼
に
て
拝
借
金
願
差
出
に
つ
き
（
文
化
十
二
年
）  

 
1-
62

　
六
四
　
　
門
三
ヶ
所
開
閉
時
刻
に
つ
き
届
（
文
化
十
三
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
目

付
）  

 

1-

64

　
六
五
　
　
紅
葉
山
・
上
野
・
増
上
寺
参
詣
の
節
中
間
等
着
物
に
つ
き
（
文
化
十
三
年
） 

  
 

1-

64

　
六
六
　
　
代
官
手
附
出
役
の
者
手
附
取
立
に
つ
き
伺
（
文
化
十
四
年
　
→
老
中
・
奥

右
筆
）  

 

1-

66

　
六
七
　
　
中
間
二
名
松
前
奉
行
支
配
調
役
下
役
任
命
に
つ
き
（
文
政
元
年
）  

 

1-

67

　
六
八
　
　
在
方
出
役
目
付
を
名
乗
る
偽
者
に
つ
き
届
（
文
政
元
年
　
在
方
出
役
目
付

→
　
）  

 

1-

68

　
六
九
　
　
中
間
組
頭
交
代
に
つ
き
（
文
政
元
年
）  

 

1-

68

　
七
〇
　
　
御
本
丸
・
右
大
将
様
遠
御
成
入
用
尋
に
つ
き
回
答
（
文
政
元
年
　
→
勘
定

奉
行
）  

 

1-

69

　
七
一
　
　
右
大
将
様
遠
御
成
入
用
尋
に
つ
き
回
答
（
文
政
元
年
　
四
役
頭
→
西
丸
目

付
）  

 

1-

71

　
七
二
　
　
倹
約
中
諸
向
入
用
・
減
方
取
調
に
つ
き
（
文
政
元
年
）  

 

1-

72

挿
入
図

三
六
　
　（
文
化
十
一
年
）  

 

1-

74

四
八
　
　（
文
化
十
四
年
）  

 

1-

74

新
古
改
撰
誌
記
　
巻
之
弐

　
七
三
　
　
口
之
者
元
拝
領
屋
敷
中
間
組
へ
返
却
に
つ
き
（
文
政
元
年
　
町
奉
行
→
目

付
）  

 

2-

1

　
七
四
　
　
両
丸
兼
勤
の
中
間
供
組
頭
羽
織
増
願
（
文
化
四
年
　
中
間
頭
→
若
年
寄
）   

2-

1

　
七
五
　
　
西
丸
野
方
使
之
者
増
人
に
つ
き（
文
化
四
年
　
野
方
御
使
之
者
→
中
間
頭
） 

  
 

2-

2

　
七
六
　
　
城
内
御
成
の
節
弓
張
挑
灯
使
用
願
（
文
化
四
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

2-

3

　
七
七
　
　
手
当
請
取
過
分
引
落
に
つ
き
伺
（
文
化
四
年
　
中
間
・
小
人
頭
→
目
付
）   

2-

3

　
七
八
　
　
永
年
精
勤
の
中
間
・
掃
除
之
者
譜
代
取
立
の
達
（
文
化
四
年
　
若
年
寄
→

目
付
）  

 

2-

4

　
七
九
　
　
中
間
長
崎
奉
行
手
附
書
方
出
役
任
命
の
達（
文
化
四
年
　
若
年
寄
→
目
付
） 

  
 

2-

4

　
八
〇
　
　
拝
領
屋
敷
相
対
替
許
可
の
達
（
文
化
四
年
　
若
年
寄
→
目
付
）  

 

2-

4

　
八
一
　
　
王
子
筋
御
成
の
節
将
軍
子
息
同
道
に
つ
き
掛
合
（
文
化
四
年
　
小
納
戸
頭

取
→
目
付
）  

 

2-

4



　
八
二
　
　
場
末
の
大
縄
拝
領
屋
敷
町
屋
敷
引
替
願
（
文
政
二
年
）  

 

2-

5

　
八
三
　
　
松
前
奉
行
支
配
調
役
下
役
病
死
の
節
実
子
跡
式
願
（
文
政
三
年
）  

 

2-

7

　
八
四
　
　
小
人
病
気
に
て
蝦
夷
地
在
住
御
免
に
つ
き
達
（
文
化
十
三
年
）  

 

2-

12

　
八
五
　
　
門
番
跡
役
の
泊
番
交
替
願
（
文
政
二
年
　
長
屋
門
番
世
話
役
→
中
間
頭
）   

2-

13

　
八
六
　
　
西
丸
小
人
目
付
部
屋
用
金
増
額
願
（
文
政
二
年
　
西
丸
小
人
目
付
→
中
間

頭
）  

 

2-

13

　
八
七
　
　
小
普
請
家
督
相
続
に
つ
き
達
（
老
中
→
五
役
頭
）  

 

2-

13

　
八
八
　
　
元
清
水
勤
番
小
普
請
等
か
ら
の
入
人
跡
役
に
つ
き
達
（
老
中
→
　
）  

 

2-

13

　
八
九
　
　
中
間
・
小
人
組
頭
継
上
下
着
用
願
（
文
政
三
年
　
中
間
・
小
人
頭
→
目
付
） 

  
 

2-

14

　
九
〇
　
　
御
台
所
頂
戴
席
替
願
（
文
政
三
年
　
中
間
・
小
人
・
駕
籠
頭
→
目
付
）  

 

2-

15

　
九
一
　
　
中
間
病
気
に
て
湯
治
願
（
文
政
三
年
　
中
間
押
→
目
付
）  

 

2-

15

　
九
二
　
　
元
小
普
請
拝
領
地
屋
敷
上
り
地
の
節
中
間
借
用
継
続
願
（
文
政
三
年
）  

 

2-

16

　
九
三
　
　
銅
山
詰
中
間
持
格
病
気
に
て
跡
役
に
つ
き（
文
政
三
年
　
中
間
→
中
元
頭
） 

  
 

2-

21

　
九
四
　
　
中
間
・
黒
鍬
之
者
留
守
居
番
同
心
任
命
の
達
（
文
政
三
年
　
若
年
寄
→
目

付
）  

 

2-

22

　
九
五
　
　
金
奉
行
金
銀
取
扱
方
変
更
に
つ
き
達
（
文
政
三
年
　
老
中
→
目
付
）  

 

2-

22

　
九
六
　
　
中
間
拝
領
屋
敷
裏
間
口
崩
落
に
つ
き
（
文
政
三
年
　
中
間
→
中
間
頭
）  

 

2-

23

　
九
七
上
　
中
間
台
所
番
任
命
の
達
（
若
年
寄
→
目
付
）  

 
2-

24

　
九
七
下
　
城
内
御
成
之
節
弓
張
挑
灯
使
用
願
（
文
化
六
年
　
中
間
頭
→
西
丸
目
付
）   
2-
24

　
九
八
　
　
銅
山
詰
中
間
持
格
養
子
家
督
相
続
に
つ
き
（
文
政
四
年
　
老
中
→
目
付
）   

2-
25

　
九
九
　
　
病
人
多
に
つ
き
御
番
衆
外
へ
御
台
所
支
給
願
（
文
政
四
年 

中
間
・
小
人

頭
→
目
付
）  

 

2-

25

一
〇
〇
　
　
父
小
普
請
入
押
込
に
つ
き
中
間
押
込
伺
（
文
政
四
年
　
中
間
頭
→
目
付
）   

2-

26

一
〇
一
　
　
中
間
拝
領
屋
敷
地
借
人
失
火
に
つ
き
に
中
間
押
込
伺
（
文
政
四
年
　
中
間

頭
→
目
付
）  

 

2-

26

一
〇
二
　
　
表
台
所
支
配
無
役
・
持
槍
役
拝
領
屋
敷
相
対
替
願
に
つ
き
（
文
政
四
年
）   

2-

29

一
〇
三
・
一
〇
四
　
元
中
間
倅
不
行
跡
に
よ
り
久
離
届
（
文
政
四
年
　
中
間
頭
→
町
奉

行
）  

 

2-

31

一
〇
五
　
　
右
大
将
様
真
間
筋
御
成
の
節
在
方
人
留
御
用
に
つ
き
申
渡
（
年
欠
）  

 

2-

33

一
〇
六
　
　
勤
方
不
心
得
の
中
間
・
御
掃
除
之
者
御
暇
伺
（
文
政
四
年
）  

 

2-

34

一
〇
七
　
　
中
間
組
頭
数
年
出
精
に
つ
き
褒
美
願
（
文
政
五
年
　
中
間
頭
→
若
年
寄
）   

2-

36

一
〇
八
　
　
御
成
御
供
等
の
節
御
台
所
頂
戴
願
（
文
政
五
年
　
三
役
頭
→
目
付
）  

 

2-

36

一
〇
九
　
　
辻
番
組
合
入
軽
キ
御
家
人
制
限
に
つ
き
達
（
文
政
五
年
　
若
年
寄
→
五
役

頭
）  

 

2-

36

一
一
〇
　
　
門
札
紛
失
に
つ
き
中
間
押
込
伺
（
文
政
五
年
　
中
間
頭
→
両
丸
若
年
寄
）   

2-

37

一
一
一
　
　
三
卿
雨
天
通
行
の
節
取
計
に
つ
き
扣
（
文
政
五
年
）  

 

2-

38

一
一
二
　
　
湯
島
天
神
三
組
町
の
中
間
等
瓦
代
金
拝
借
願
（
文
政
五
年
　
三
役
頭
→
老

中
）  

 

2-

38

一
一
三
　
　
倅
召
放
に
つ
き
中
間
押
込
伺
（
文
政
五
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

2-

42

一
一
四
　
　
中
間
持
高
・
役
米
・
役
扶
持
・
場
所
書
上
（
文
政
五
年
　
中
間
頭
→
目
付
） 

  
 

2-

42

一
一
五
　
　
中
間
転
役
に
つ
き
大
縄
屋
敷
取
戻
願
（
文
政
五
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

2-

43

一
一
六
　
　
内
府
様
追
鳥
狩
の
節
旗
指
之
者
勤
方
伺（
文
政
六
年
　
中
間
頭
→
西
丸
掛
） 

  
 

2-

44

一
一
七
　
　
中
間
病
気
に
つ
き
湯
治
願
（
文
政
六
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

2-

45

一
一
八
　
　
倅
養
育
の
た
め
足
扶
持
に
つ
き
伺
（
文
政
六
年
　
駕
籠
頭
→
勘
定
奉
行
）   

2-

45

一
一
九
　
　
中
間
病
気
に
つ
き
湯
治
願
（
文
政
六
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

2-

46

一
二
〇
　
　
差
扣
伺
等
取
扱
に
つ
き
達
（
文
政
六
年
　
目
付
→
五
役
頭
）  

 

2-

46

一
二
一
　
　
中
間
転
役
に
つ
き
大
縄
屋
敷
取
戻
願
（
文
政
六
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

2-

46

一
二
二
　
　
御
供
の
羽
織
に
つ
き
達
（
文
政
七
年
　
若
年
寄
→
四
役
頭
）  

 

2-

47

一
二
三
　
　
若
年
寄
よ
り
新
規
屋
敷
願
に
つ
き
達
（
文
政
七
年
　
若
年
寄
→
　
）  

 

2-

47

一
二
四
　
　
切
米
手
形
改
へ
冬
切
米
請
取
手
形
（
文
政
七
年
　
中
間
頭
→
　
）  

 

2-

47

一
二
五
　
　
中
間
・
小
人
か
ら
席
持
へ
の
転
役
者
に
つ
き
尋
（
文
政
七
年
　
目
付
→
　
） 

  
 

2-

47

一
二
六
　
　
屋
敷
相
対
替
に
つ
き
達
（
文
政
七
年
　
若
年
寄
→
六
役
頭
）  

 

2-

48

一
二
七
　
　
中
間
類
焼
届
（
文
政
七
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

2-

48

一
二
八
　
　
在
方
請
奉
公
人
自
殺
の
節
取
計
に
つ
き
達（
文
政
八
年
　
老
中
→
五
役
頭
） 

  
 

2-

49



一
二
九
　
　
不
調
法
に
つ
き
小
人
目
付
押
込
伺
（
文
政
八
年
　
徒
目
付
組
頭
→
目
付
）   

2-

49

一
三
〇
上
　
政
之
助
殿
本
丸
逗
留
中
増
人
の
達（
文
政
八
年
　
西
丸
徒
目
付
→
四
役
頭
） 

  
 

2-

49

一
三
〇
下
　
若
君
様
本
丸
逗
留
節
街
道
筋
及
御
供
心
得
（
文
政
八
年
　
西
丸
目
付
→
三

役
頭
）  

 

2-

50

一
三
一
　
　
御

中
勤
方
心
得
に
つ
き
達
（
文
政
八
年
　
西
丸
目
付
→
中
間
頭
・
小
人

頭
）  

 

2-

50

一
三
二
　
　
一
橋
一
位
殿
准
大
臣
宣
下
の
祝
儀
に
つ
き
達
（
文
政
八
年
　
若
年
寄
→
目

付
）  

 

2-

51

一
三
三
　
　
小
人
押
世
話
役
任
命
の
新
法
に
つ
き
（
文
政
八
年
、
徒
押
→
中
間
頭
・
小

人
頭
）  

 

2-

54

一
三
四
　
　
預
屋
敷
地
借
人
失
火
に
つ
き
中
間
押
込
伺（
文
政
八
年
　
中
間
頭
→
目
付
） 

  
 

2-

56

一
三
五
　
　
大
水
後
神
田
川
拡
張
に
つ
き
物
揚
場
御
召
上
之
処
猶
又
拝
借
仕
度
旨
願
・

附
地
誌
御
調
書
上
（
文
政
八
年
）  

 

2-

57

一
三
六
　
　
中
間
奉
公
に
出
役
の
者
改
名
に
つ
き
達
（
文
政
九
年
、
勘
定
奉
行
→
目
付
） 

  
 

2-

61

一
三
七
　
　
中
間
病
気
に
つ
き
湯
治
願
（
文
政
九
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

2-

62

一
三
八
　
　
小
普
請
金
残
り
上
納
届
（
文
政
九
年
　
中
間
→
勘
定
吟
味
役
）  

 

2-

62

一
三
九
　
　
従
弟
揚
屋
入
に
つ
き
中
間
目
付
押
込
伺
（
文
政
九
年
　
中
間
頭
→
目
付
）   

2-

63

一
四
〇
　
　
屋
敷
・
長
屋
町
人
貸
禁
止
の
旨
達
（
文
政
九
年
　
若
年
寄
→
　
）  

 
2-

63

一
四
一
　
　
目
付
支
配
無
役
の
者
小
普
請
金
納
入
方
法
達
（
文
政
九
年
　
目
付
→
勘
定

奉
行
）  

 

2-
63

一
四
二
　
　
御
台
様
之
附
人
怠
勤
に
つ
き
押
込
達（
文
政
九
年
　
若
年
寄
→
中
間
目
付
） 

  
 

2-

65

一
四
三
　
　
遠
国
出
役
の
小
人
病
死
に
よ
り
跡
式
伺
（
文
政
九
年
　
小
人
頭
→
目
付
）   

2-

66

一
四
四
　
　
封
状
取
扱
間
違
い
の
使
之
者
押
込
伺（
文
政
九
年
　
徒
目
付
組
頭
→
目
付
） 

  
 

2-

66

一
四
五
　
　
屋
敷
相
対
替
願
の
書
面
に
つ
き
達
（
文
政
九
年
　
若
年
寄
→
五
役
頭
）  

 

2-

67

一
四
六
　
　
町
奉
行
役
宅
勤
中
間
死
亡
に
つ
き
跡
役
任
命
届
（
文
政
九
年
　
中
間
頭
→

　
）  

 

2-

67

一
四
七
　
　
最
樹
院
様
葬
送
に
つ
き
（
文
政
十
年
　
若
年
寄
宇
→
中
間
頭
・
小
人
頭
）   

2-

67

一
四
八
　
　
納
戸
口
下
水
石
蓋
へ
小
用
禁
止
の
達
（
文
政
十
年
　
目
付
→
中
間
頭
・
小

人
頭
）  

 

2-

68

一
四
九
　
　
病
気
の
節
遠
国
湯
治
に
つ
き
達
（
文
政
十
年
　
目
付
→
五
役
頭
）  

 

2-

68

一
五
〇
　
　
拝
領
屋
敷
地
町
会
所
預
に
つ
き
掛
合
（
文
政
十
年
　
町
奉
行
他
→
目
付
）   

2-

68

一
五
一
　
　
評
定
所
書
役
当
分
出
役
の
旨
達
（
文
政
十
年
　
若
年
寄
→
中
間
）  

 

2-

68

一
五
二
　
　
御
大
礼
の
節
不
調
法
の
小
人
目
付
・
徒
目
付
処
分
に
つ
き
達
（
文
政
十
年
） 

  
 

2-

69

一
五
三
　
　
公
家
参
詣
の
節
濡
手
当
先
例
書
上
（
文
政
十
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
目

付
）  

 

2-

69

一
五
四
　
　
代
官
手
附
死
去
に
つ
き
大
縄
屋
敷
取
戻
願（
文
政
十
年
　
中
間
頭
→
目
付
） 

  
 

2-

70

一
五
五
　
　
溶
姫
君
様
引
移
の
節
注
進
・
御
供
着
物
に
つ
き
（
文
政
十
年
）  

 

2-

72

一
五
六
　
　
松
・
菊
引
移
の
節
道
筋
に
つ
き
達
（
文
政
十
年
　
目
付
→
中
間
頭
・
小
人

頭
）  

 

2-

73

一
五
七
　
　
元
中
間
不
行
跡
に
つ
き
久
離
届
（
文
政
十
年
　
中
間
頭
→
町
奉
行
）  

 

2-

73

一
五
八
　
　
道
具
破
損
に
つ
き
小
人
目
付
押
込
伺（
文
政
十
年
　
徒
目
付
組
頭
→
目
付
） 

  
 

2-

73

挿
入
図

九
六
　
　
　（
文
政
三
年
）  

 

2-

75

一
三
〇
下
　（
文
政
八
年
）  

 

2-

76

一
三
五
　
　（
文
政
八
年
）  

 

2-

80

新
古
改
撰
誌
記
　
巻
之
三

一
五
九
　
　
御
成
道
筋
類
焼
に
つ
き
届
（
文
政
十
一
年
　
中
間
→
西
丸
小
十
人
頭
）  

 

3-

1



一
六
〇
　
　
勤
方
不
心
得
の
中
間
御
暇
伺
（
文
政
十
年
）  

 

3-

1

一
六
一
　
　
遠
御
成
当
日
道
筋
・
持
場
取
締
に
つ
き
（
文
政
十
一
年
）  

 

3-

4

一
六
二
　
　
縄
張
差
図
に
つ
き
願
（
文
政
十
一
年
　
在
方
出
役
→
中
間
・
小
人
頭
）  

 

3-

6

一
六
三
　
　
西
丸
納
戸
口
よ
り
足
軽
躰
の
者
紛
れ
入
に
つ
き
（
文
政
十
一
年
）  

 

3-

7

一
六
四
　
　
西
丸
書
物
所
設
置
願
（
文
政
十
一
年
　
中
間
頭
→
西
丸
徒
目
付
）  

 

3-

8

一
六
五
　
　
裏
門
番
同
心
家
督
相
続
の
節
足
高
に
つ
き
（
文
政
十
一
年
）  

 

3-

9

一
六
六
　
　
元
中
間
祖
母
病
死
に
つ
き
扶
助
米
上
り
届
（
文
政
十
一
年
）  

 

3-

12

一
六
七
　
　
修
復
中
の
火
取
扱
に
つ
き
達
（
文
政
十
一
年
　
西
丸
目
付
→
中
間
頭
）  

 

3-

13

一
六
八
　
　
下
賜
金
銀
渡
方
に
つ
き
掛
合
（
文
政
十
一
年
　
納
戸
頭
→
目
付
）  

 

3-

13

一
六
九
　
　
無
役
・
勘
定
縁
組
に
つ
き
伺
（
文
化
十
五
年
　
勘
定
奉
行
→
目
付
）  
 

3-

14

一
七
〇
　
　
増
上
寺
惣
廟
所
参
詣
の
節
心
得
廻
状
（
文
政
十
二
年
　
目
付
→
　
）  

 

3-

14

一
七
一
　
　
中
間
養
方
弟
久
離
届
（
文
政
十
一
年
　
中
間
頭
→
町
奉
行
）  

 

3-

15

一
七
二
　
　
目
付
支
配
無
役
拝
領
地
面
取
扱
不
心
得
に
つ
き
（
文
政
十
一
年
）  

 

3-

15

一
七
三
　
　
元
配
下
等
引
受
人
扶
助
米
支
給
願
（
文
政
十
一
年
　
鷹
匠
支
配
→
　
）  

 

3-

16

一
七
四
　
　
拝
領
屋
敷
上
り
町
屋
敷
返
上
に
つ
き
扣
（
宝
暦
五
年
）  

 

3-

16

一
七
五
　
　
元
目
付
支
配
無
役
拝
領
屋
敷
引
渡
届（
文
政
十
一
年
　
無
役
世
話
役
→
　
） 

  
 

3-

17

一
七
六
　
　
書
物
方
出
役
吟
味
中
宅
番
願
（
文
政
十
一
年
　
書
物
奉
行
→
目
付
）  

 

3-

17

一
七
七
　
　
本
丸
御
入
の
節
桔
橋
供
廻
り
取
計
に
つ
き
達
（
文
化
九
年
）  

 

3-

17

一
七
八
　
　
口
之
者
元
場
所
帰
番
願
（
文
政
十
二
年
　
召
馬
預
→
目
付
）  

 
3-

17

一
七
九
　
　
新
規
抱
中
間
等
病
気
に
て
暇
の
例
回
答
（
文
政
十
二
年
　
→
右
筆
）  

 
3-
18

一
八
〇
上
　
家
督
相
続
の
中
間
扶
持
方
上
り
届
（
文
政
六
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

3-
19

一
八
〇
下
　
籏
指
之
者
揚
屋
入
の
節
親
類
中
間
処
分
に
つ
き
（
文
政
十
二
年
）  

 

3-

19

一
八
一
　
　
厄
介
抱
入
の
者
跡
目
に
つ
き
回
答
（
文
政
十
二
年
　
中
間
頭
→
若
年
寄
）   

3-

21

一
八
二
　
　
書
付
留
置
尋
（
文
政
十
三
年
　
徒
目
付
組
頭
→
雉
子
橋
御
用
屋
敷
門
番
）   

3-

21

一
八
三
　
　
中
間
揚
屋
入
の
節
厄
介
借
米
・
扶
持
米
請
取
に
つ
き
（
文
政
十
三
年
）  

 

3-

22

一
八
四
　
　
馬
攣
人
中
間
多
数
の
節
組
頭
増
員
に
つ
き
（
文
政
十
三
年
）  

 

3-

22

一
八
五
　
　
屋
根
煙
立
に
つ
き
中
間
押
込
伺
（
文
政
十
三
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

3-

23

一
八
六
　
　
中
間
湯
治
願
取
扱
に
つ
き
達
（
文
政
十
三
年
　
目
付
→
小
人
目
付
）  

 

3-

23

一
八
七
　
　
日
光
参
詣
願
取
扱
変
更
に
つ
き
達
（
文
政
十
三
年
）  

 

3-

24

一
八
八
　
　
目
付
方
・
徒
方
出
役
の
節
手
違
・
掛
合
に
つ
き
達
（
文
政
十
三
年
）  

 

3-

24

一
八
九
　
　
増
上
寺
御
成
の
節
道
筋
心
得
（
文
政
十
三
年
　
目
付
→
徒
目
付
組
頭
）  

 

3-

24

一
九
〇
　
　
他
場
所
役
へ
の
出
願
書
状
に
つ
き
達
（
文
政
十
三
年
　
西
丸
目
付
→ 

）  
 

3-

25

一
九
一
　
　
中
間
倅
切
米
・
扶
持
高
先
例
書
上
（
文
政
十
三
年
　
中
間
頭
→
　
）  

 

3-

25

一
九
二
　
　
寺
院
・
御
家
人
縁
組
に
つ
き
伺
（
文
政
十
三
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

3-

26

一
九
三
　
　
鷹
野
等
御
成
の
節
場
内
人
留
・
縄
張
等
差
図
に
つ
き
（
文
政
十
三
年
）  

 

3-

26

一
九
四
　
　
惣
出
仕
、
天
保
改
元
に
つ
き
達
（
文
政
十
三
年
）  

 

3-

39

一
九
五
　
　
中
間
組
頭
老
衰
に
よ
り
隠
居
並
び
に
褒
美
に
つ
き
（
文
政
十
三
年
）  

 

3-

39

一
九
六
　
　
取
締
不
行
届
に
て
押
込
の
達
（
天
保
元
年
　
西
丸
若
年
寄
→
徒
目
付
等
）   

3-

40

一
九
七
　
　
椀
方
六
尺
病
気
に
つ
き
帰
番
願
（
天
保
二
年
　
西
丸
台
所
頭
→
　
）  

 

3-

40

一
九
八
　
　
内
府
様
追
鳥
狩
還
御
の
節
御
供
建
に
つ
き
扣
（
天
保
二
年
）  

 

3-

41

一
九
九
　
　
西
丸
台
所
向
取
締
不
行
届
に
つ
き
達
（
天
保
二
年
　
若
年
寄
→
　
）  

 

3-

44

二
〇
〇
　
　
御
迎
御
用
の
節
上
京
道
中
入
用
払
方
に
つ
き
（
天
保
二
年
）  

 

3-

44

二
〇
一
　
　
観
世
太
夫
勧
進
能
興
行
の
た
め
町
中
出
銀
に
つ
き
（
天
保
二
年
）  

 

3-

46

二
〇
二
　
　
勤
日
朝
急
病
の
節
届
出
に
つ
き
達
（
天
保
二
年
　
目
付
→
　
）  

 

3-

46

二
〇
三
　
　
四
役
の
者
倅
の
内
十
七
歳
以
下
の
者
抱
入
差
止
に
つ
き
（
天
保
二
年
）  

 

3-

47

二
〇
四
　
　
養
子
取
戻
願
書
取
扱
に
つ
き
扣
（
天
保
二
年
）  

 

3-

47

二
〇
五
　
　
在
方
出
役
小
人
不
足
に
つ
き
尋
（
天
保
二
年
　
中
間
頭
→
小
人
頭
）  

 

3-

48

二
〇
六
　
　
両
目
付
出
立
・
帰
府
届
（
天
保
二
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
目
付
）  

 

3-

48

二
〇
七
　
　
屋
敷
拝
領
願
（
天
保
二
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

3-

49

二
〇
八
　
　
中
間
妻
病
死
に
つ
き
扶
助
米
上
り
届
（
天
保
二
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

3-

49

二
〇
九
　
　
小
人
増
人
分
の
用
柄
に
つ
き
回
答
（
天
保
二
年
　
小
人
頭
→
目
付
）  

 

3-

50

二
一
〇
　
　
吟
味
中
の
中
間
弟
に
つ
き
尋
（
天
保
二
年
　
火
付
盗
賊
改
→
中
間
頭
）  

 

3-

50

二
一
一
　
　
元
目
付
支
配
無
役
拝
領
屋
敷
坪
数
尋
（
文
化
十
三
年
　
町
奉
行
→
目
付
）   

3-

50

二
一
二
　
　
西
丸
中
間
目
付
・
小
人
目
付
増
人
並
び
に
平
役
不
足
に
つ
き
（
天
保
二
年
） 

  
 

3-

51

二
一
三
　
　
中
間
目
付
養
方
従
弟
揚
屋
入
の
節
中
間
目
付
処
分
に
つ
き
（
天
保
三
年
）   

3-

54

二
一
四
　
　
清
水
家
勘
定
組
頭
牢
死
の
節
大
縄
屋
敷
取
戻
願
に
つ
き
（
天
保
二
年
）  

 

3-

55

二
一
五
　
　
大
坂
破
損
奉
行
引
越
の
節
拝
領
屋
敷
返
上
に
つ
き
（
天
保
三
年
）  

 

3-

56

二
一
六
　
　
譜
代
抱
の
者
仕
置
の
節
同
人
倅
取
計
に
つ
き
（
天
保
三
年
）  

 

3-

57



二
一
七
　
　
五
役
三
ヶ
年
分
受
取
蝋
燭
員
数
取
調
書
上
（
天
保
三
年
）  

 

3-

59

二
一
八
　
　
出
精
に
つ
き
頭
取
任
命
の
達
（
天
保
三
年
　
目
付
→
中
間
在
方
出
役
）  

 

3-

68

二
一
九
　
　
各
組
中
間
人
数
書
上
（
天
保
三
年
　
中
間
頭
→
徒
目
付
組
頭
）  

 

3-

68

二
二
〇
上
　
馬
術
稽
古
の
節
中
間
用
意
の
達
（
天
保
四
年
　
目
付
→
中
間
頭
）  

 

3-

68

二
二
〇
下
　
流
鏑
馬
の
節
御
賦
に
つ
き
中
間
人
数
尋
（
天
保
四
年
　
目
付
→
　
）  

 

3-

69

二
二
一
　
　
二
丸
風
呂
屋
口
付
替
り
に
つ
き
達
（
天
保
四
年
　
老
中
→
　
）  

 

3-

69

二
二
二
　
　
千
三
郎
殿
二
丸
引
移
の
節
行
列
に
つ
き
（
天
保
四
年
）  

 

3-

69

二
二
三
　
　
内
府
様
御
供
手
馬
引
渡
に
つ
き
達
（
天
保
四
年
　
西
丸
目
付
→
中
間
頭
）   

3-

72

二
二
四
　
　
初
之
丞
殿
宮
参
先
勤
御
供
人
数
尋
（
天
保
四
年
　
西
丸
目
付
→
三
役
頭
）   

3-

72

二
二
五
　
　
中
間
浜
御
殿
地
内
長
屋
拝
借
願
に
つ
き
（
天
保
三
年
）  

 

3-

72

挿
入
図

一
六
二
　
　（
文
政
十
一
年
）  

 

3-

75

一
六
四
　
　（
文
政
十
一
年
）  

 

3-

76

一
七
〇
　
　（
文
政
十
二
年
）  

 

3-

77

一
八
九
　
　（
文
政
十
三
年
）  

 

3-

79

二
〇
七
　
　（
天
保
二
年
）  

 

3-

80

二
一
一
　
　（
文
化
十
三
年
）  

 

3-

80

新
古
改
撰
誌
記
　
巻
之
四

二
二
六
　
　
小
人
拝
領
屋
敷
地
内
に
て
女
小
袖
拾
得
に
つ
き
（
天
保
四
年
）  

 

4-
1

二
二
七
　
　
紅
葉
山
参
詣
の
節
御
供
建
・
注
進
に
つ
き
（
天
保
四
年
）  

 

4-

6

二
二
八
　
　
籏
指
之
者
永
年
精
勤
の
褒
美
に
つ
き
（
天
保
四
年
）  

 

4-

7

二
二
九
　
　
馬
川
渡
上
覧
の
節
中
間
・
供
組
頭
揃
の
達
（
天
保
四
年
　
目
付
→
中
間
頭
） 

  
 

4-

8

二
三
〇
　
　
千
三
郎
殿
宮
参
の
節
供
奉
人
数
・
心
得
に
つ
き
（
天
保
四
年
）  

 

4-

9

二
三
一
　
　
本
役
欠
員
の
節
見
習
繰
上
の
達
（
天
保
四
年 

目
付
→
中
間
頭
・
小
人
頭
） 

  
 

4-

9

二
三
二
　
　
千
三
郎
殿
本
丸
往
還
の
節
濡
手
当
に
つ
き
達（
天
保
四
年
　
目
付
→
四
役
） 

  
 

4-

9

二
三
三
　
　
彩
恍
院
殿
葬
送
に
つ
き
（
天
保
四
年
）  

 

4-

10

二
三
四
　
　
大
筒
下
役
組
頭
親
類
書
上
（
天
保
四
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

4-

10

二
三
五
　
　
二
丸
風
呂
屋
口
見
張
心
得
に
つ
き
達
（
天
保
四
年
　
目
付
→
　
）  

 

4-

12

二
三
六
　
　
大
納
言
様
紅
葉
山
参
詣
の
節
先
練
中
間
着
服
に
つ
き
（
天
保
四
年
）  

 

4-

12

二
三
七
　
　
中
間
・
小
人
養
子
願
取
扱
先
例
に
つ
き
扣
（
天
保
四
年
）  

 

4-

14

二
三
八
　
　
中
間
目
付
等
四
人
日
光
参
詣
願
に
つ
き
（
天
保
四
年
）  

 

4-

14

二
三
九
　
　
千
三
郎
殿
御
供
の
者
手
当
金
に
つ
き
扣
（
天
保
五
年
）  

 

4-

15

二
四
〇
　
　
目
付
支
配
無
役
召
放
の
節
大
縄
屋
敷
・
借
金
取
扱
に
つ
き
（
天
保
五
年
）   

4-

16

二
四
一
　
　
中
間
・
小
人
の
赤
門
・
裏
締
戸
の
他
通
行
禁
止
の
旨
廻
状
（
天
保
五
年
）   

4-

19

二
四
二
　
　
拝
領
屋
敷
地
相
対
替
願
許
可
の
旨
達
（
天
保
五
年
　
→
目
付
）  

 

4-

19

二
四
三
　
　
玄
関
番
中
之
口
番
助
仮
役
廃
止
の
達
（
寛
政
二
年
　
目
付
→
小
人
頭
）  

 

4-

19

二
四
四
　
　
中
間
転
役
の
節
病
気
に
つ
き
届
（
天
保
五
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

4-

20

二
四
五
　
　
吟
味
中
同
道
人
預
け
の
中
間
居
宅
類
焼
に
つ
き
（
天
保
五
年
）  

 

4-

21

二
四
六
　
　
中
間
家
督
相
続
に
つ
き
切
米
・
扶
持
方
上
り
届
（
天
保
五
年
）  

 

4-

22

二
四
七
　
　
元
中
間
江
戸
払
の
節
拝
領
町
屋
敷
上
地
に
つ
き
借
金
取
扱
掛
合
（
天
保
六

年
）  

 

4-

22

二
四
八
　
　
役
別
御
台
所
支
給
人
数
書
上
（
天
保
六
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
目
付
）   

4-

24

二
四
九
　
　
中
間
増
人
願
・
欠
員
高
書
上
（
天
保
六
年
　
中
間
頭
→
目
付
）  

 

4-

26

二
五
〇
　
　
初
之
丞
殿
二
丸
引
移
の
節
御
供
に
つ
き
達
（
天
保
六
年
　
目
付
→
三
役
）   

4-

30

二
五
一
　
　
御
台
所
頂
戴
席
取
調
書
上
（
天
保
七
年
　
五
役
頭
→
目
付
）  

 

4-

30

二
五
二
　
　
咎
・
出
奔
の
者
拝
領
町
屋
敷
取
戻
願
（
天
保
七
年
　
中
間
頭
→
　
）  

 

4-

31

二
五
三
　
　
羽
織
格
小
給
の
者
相
続
取
扱
に
つ
き
達
（
天
保
七
年
　
若
年
寄
→
五
役
）   

4-

31

二
五
四
　
　
西
丸
人
手
不
足
に
つ
き
伺
（
天
保
八
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
目
付
）  

 

4-

31

二
五
五
　
　
綿
実
油
入
灯
油
調
合
中
止
・
再
開
の
達
（
天
保
七
年
・
八
年
　
勘
定
奉
行

→
目
付
）  

 

4-

32

二
五
六
　
　
内
府
様
本
丸
移
徙
の
節
投
鞘
持
中
間
差
出
に
つ
き
（
天
保
八
年
）  

 

4-

32

二
五
七
　
　
小
普
請
方
改
役
宅
番
に
つ
き
達
（
天
保
八
年
　
小
普
請
奉
行
→
目
付
）  

 

4-

32

二
五
八
　
　
小
普
請
方
定
小
屋
よ
り
出
火
の
節
泊
番
処
分
に
つ
き
（
天
保
八
年
）  

 

4-

33



二
五
九
　
　
当
人
差
扣
に
つ
き
宅
番
差
止
の
達
（
天
保
八
年
　
小
普
請
奉
行
→
目
付
）   

4-

34

二
六
〇
　
　
内
府
様
・
公
方
様
移
替
の
節
道
筋
・
御
供
に
つ
き
（
天
保
八
年
）  

 

4-

34

二
六
一
　
　
御
代
替
の
節
紅
葉
山
参
詣
に
つ
き
達（
天
保
八
年
　
目
付
→
徒
目
付
組
頭
） 

  
 

4-

36

二
六
二
　
　
御
能
の
節
大
御
所
様
供
人
数
書
上
（
年
欠  

中
間
・
小
人
頭
→
西
丸
目
付
） 

  
 

4-

37

二
六
三
　
　
御
供
揃
の
節
初
之
丞
殿
西
丸
御
出
に
つ
き
（
天
保
八
年
）  

 

4-

37

二
六
四
　
　
大
御
所
様
参
詣
の
節
心
得
（
天
保
八
年
　
→
西
丸
徒
目
付
組
頭
）  

 

4-

38

二
六
五
　
　
本
丸
・
西
丸
移
替
の
節
移
管
書
類
に
つ
き
達
（
天
保
八
年
　
目
付
→
　
）   

4-

38

二
六
六
　
　
最
樹
院
様
御
霊
屋
へ
大
御
所
様
参
詣
に
つ
き
達（
年
欠
　
西
丸
目
付
→
　
） 

  
 

4-

38

二
六
七
　
　
西
丸
両
目
付
御
台
所
停
止
届
（
天
保
八
年
　
中
間
頭
・
小
人
頭
→
若
年
寄
） 

  
 

4-

38

二
六
八
　
　
当
人
押
込
に
つ
き
宅
番
差
止
の
達
（
天
保
八
年
　
小
普
請
奉
行
→
目
付
）   

4-

39

二
六
九
　
　
当
人
差
扣
に
つ
き
宅
番
差
止
の
達
（
天
保
八
年
　
小
普
請
奉
行
→
目
付
）   

4-

39

二
七
〇
　
　
初
之
丞
殿
引
移
の
節
御
供
衣
服
に
つ
き
（
天
保
八
年
）  

 

4-

39

二
七
一
　
　
徒
目
付
拝
領
地
替
の
節
大
縄
屋
敷
取
戻
願（
天
保
八
年
　
中
間
頭
→
目
付
） 

  
 

4-

40

二
七
二
　
　
居
宅
類
焼
の
中
間
取
越
米
受
取
願
に
つ
き
（
天
保
八
年
）  

 

4-

41

二
七
三
　
　
雨
天
の
節
半
合
羽
着
用
願
に
つ
き
達
（
天
保
八
年
　
若
年
寄
→
三
役
頭
）   
4-

42

二
七
四
　
　
武
家
諸
法
度
（
天
保
九
年
）  

 
4-
42

二
七
五
　
　
西
丸
炎
上
の
節
大
御
所
様
等
本
丸
引
移
に
つ
き
（
天
保
九
年
）  

 

4-
43

二
七
六
　
　
中
間
・
鳥
見
拝
領
屋
敷
相
対
替
願
に
つ
き
（
天
保
九
年
）  

 

4-

44

二
七
七
　
　
二
丸
長
屋
門
番
再
置
に
つ
き
達
並
び
に
勤
方
伺
（
天
保
九
年
）  

 

4-

45

二
七
八
　
　
西
丸
炎
上
の
節
中
間
頭
等
骨
折
の
褒
美
に
つ
き
（
天
保
九
年
）  

 

4-

46

二
七
九
　
　
公
方
様
・
大
納
言
様
同
日
御
成
御
供
に
つ
き
回
答
（
天
保
九
年
　
→
右
筆
） 

  
 

4-

46

二
八
〇
　
　
元
代
官
手
付
召
放
の
節
大
縄
屋
敷
・
借
金
取
扱
に
つ
き
（
天
保
九
年
）  

 

4-

47

二
八
一
　
　
諸
願
書
雛
形
に
つ
き
達
（
天
保
九
年
　
目
付
→
五
役
頭
）  

 

4-

49

二
八
二
　
　
右
大
将
様
分
中
間
・
小
人
増
人
に
つ
き
（
天
保
九
年
）  

 

4-

50

二
八
三
　
　
兄
揚
屋
入
の
上
召
放
の
中
間
処
分
伺
（
天
保
九
年
　
中
間
頭
→
若
年
寄
）   

4-

50

二
八
四
　
　
中
間
二
名
町
頭
役
出
精
に
つ
き
届
（
天
保
十
年
　
→
目
付
）  

 

4-

51

二
八
五
　
　
城
内
番
所
・
部
屋
に
て
焚
火
禁
止
の
達
（
天
保
十
年
　
目
付
→
五
役
）  

 

4-

51

二
八
六
　
　
父
無
役
押
込
の
節
中
間
二
名
処
分
に
つ
き
扣
（
天
保
十
年
）  

 

4-

51

二
八
七
　
　
中
間
組
頭
病
気
の
た
め
湯
治
願
に
つ
き
（
天
保
十
年
）  

 

4-

52

二
八
八
　
　
台
所
湯
方
釜
壇
修
復
の
節
見
廻
人
数
書
上
（
天
保
十
年
）  

 

4-

53

二
八
九
　
　
浄
観
院
様
葬
送
御
賄
人
数
書
上
（
天
保
十
一
年
　
中
間
・
小
人
頭
→
目
付
） 

  
 

4-

54

二
九
〇
　
　
西
丸
中
間
目
付
か
た
り
被
害
に
つ
き
（
天
保
十
一
年
）  

 

4-

54

二
九
一
　
　
番
所
・
部
屋
火
所
書
上
（
天
保
十
一
年
　
中
間
頭
→
徒
目
付
組
頭
）  

 

4-

55

二
九
二
　
　
暉
姫
君
様
葬
送
御
賄
人
数
書
上
（
天
保
十
一
年
　
中
間
・
小
人
頭
→
目
付
） 

  
 

4-

56

二
九
三
　
　
中
間
妹
養
先
よ
り
取
戻
出
訴
に
つ
き
答
書
可
差
出
旨
達
（
天
保
十
一
年
）   

4-

57

二
九
四
　
　
台
所
湯
方
釜
壇
修
復
の
節
見
廻
骨
折
に
つ
き
褒
美
願
（
天
保
十
一
年
）  

 

4-

58

二
九
五
　
　
中
間
叔
父
遠
島
に
つ
き
中
間
処
分
伺
（
天
保
十
二
年
）  

 

4-

58

二
九
六
　
　
大
御
所
様
薨
去
に
つ
き
（
天
保
十
二
年
）  

 

4-

59

二
九
七
　
　
文
恭
院
様
廟
所
へ
広
大
院
様
参
詣
の
節
中
間
差
出
に
つ
き（
天
保
十
二
年
） 

  
 

4-

65

二
九
八
　
　
上
野
新
廟
所
へ
右
大
将
様
参
詣
の
達
（
天
保
十
二
年
　
目
付
→
三
役
頭
）   

4-

65

二
九
九
　
　
軽
追
放
の
者
行
方
に
つ
き
掛
合
（
天
保
十
二
年
　
寺
社
奉
行
→
目
付
）  

 

4-

66

三
〇
〇
　
　
右
大
将
様
用
向
勤
中
間
等
増
人
の
達
（
天
保
十
二
年
　
若
年
寄
→
目
付
）   

4-

66

三
〇
一
　
　
流
刑
者
の
親
類
身
寄
に
つ
き
尋
（
天
保
十
二
年
　
町
奉
行
→
目
付
）  

 

4-

67

三
〇
二
　
　
元
中
間
親
類
の
扶
助
米
高
に
つ
き
伺
（
天
保
十
二
年
　
中
間
頭
→
目
付
）   

4-

67

三
〇
三
　
　
西
丸
中
間
・
小
人
・
駕
籠
之
者
人
数
等
に
つ
き
尋
の
扣
（
天
保
十
二
年
）   

4-

67

三
〇
四
　
　
中
間
目
付
押
込
の
節
倅
処
分
に
つ
き
達
（
天
保
十
二
年
　
若
年
寄
→
　
）   

4-

68

三
〇
五
　
　
砲
術
上
覧
に
つ
き
配
下
推
挙
の
達
（
天
保
十
二
年
　
目
付
→
五
役
頭
）  

 

4-

68

三
〇
六
　
　
乗
馬
上
覧
場
所
見
分
に
つ
き
達
（
天
保
十
二
年
　
目
付
→
中
間
頭
）  

 

4-

69

三
〇
七
　
　
火
事
等
の
節
槍
・
長
刀
持
心
得
（
天
保
十
二
年
　
西
丸
小
納
戸
頭
取
→
　
） 

  
 

4-

69

三
〇
八
　
　
中
間
病
気
の
た
め
湯
治
願
（
天
保
十
二
年
）  

 

4-

69



三
〇
九
　
　
乗
馬
上
覧
の
節
口
附
中
間
差
出
の
達
（
天
保
十
二
年
　
→
中
間
頭
）  

 

4-

70

三
一
〇
　
　
右
大
将
様
玉
川
筋
御
成
の
節
道
具
等
に
つ
き
（
天
保
十
二
年
）  

 

4-

70

三
一
一
　
　
乗
馬
上
覧
終
了
に
つ
き
扣
（
天
保
十
二
年
）  

 

4-

71

三
一
二
　
　
右
大
将
様
品
川
筋
御
成
の
節
道
具
等
に
つ
き
（
天
保
十
二
年
）  

 

4-

71

三
一
三
　
　
指
物
・
組
合
印
に
つ
き
尋
（
天
保
十
二
年
　
目
付
→
五
役
頭
）  

 

4-

72

三
一
四
　
　
長
屋
門
番
勤
方
取
締
に
つ
き
達
（
天
保
十
二
年
　
目
付
→
中
間
頭
）  

 

4-

72

三
一
五
　
　
右
大
将
様
西
丸
移
徙
の
節
道
筋
・
御
供
に
つ
き
（
天
保
十
二
年
）  

 

4-

72

三
一
六
　
　
公
方
様
西
丸
御
成
の
節
心
得
（
天
保
十
二
年
　
目
付
・
西
丸
目
付
→
三
役
）

 
 

 

4-

75

三
一
七
　
　
右
大
将
様
本
丸
入
定
日
の
達
（
天
保
十
二
年
　
西
丸
目
付
→
五
役
頭
）  

 

4-

75

三
一
八
　
　
奥
付
中
間
・
小
人
目
付
濡
手
当
差
止
の
達
（
天
保
十
二
年
　
→
使
組
頭
等
）

 
 

 

4-

75

挿
入
図

二
六
〇
　
　（
天
保
八
年
）  

 

4-

77

三
一
五
　
　（
天
保
十
二
年
）  

 

4-

81



凡
　
例

一�

、
本
書
は
、
江
戸
東
京
博
物
館
が
所
蔵
す
る
「
新
古
改
撰
誌
記
」（
縦
二
二
・
七
㌢

×
横
一
六
・
一
㌢
、
竪
帳
）
三
一
冊
の
う
ち
巻
一
か
ら
巻
四
ま
で
の
四
冊
を
翻
刻

し
た
も
の
で
あ
る
。

一�

、「
新
古
改
撰
誌
記
」
は
、
幕
府
の
中
間
頭
の
勤
方
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
田
原
昇
氏
の
先
行
研
究
「
江
戸
城
内
の
運
営
と
「
五
役
」
―
「
新

古
改
撰
誌
記
」
よ
り
」（『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告
12
号
』
二
〇
〇
六

年
）
が
あ
り
、
本
書
も
こ
れ
に
学
ん
で
い
る
。「
新
古
改
撰
誌
記
」
に
頻
出
す
る

五
役
（
御
中
間
・
御
小
人
・
黒
鍬
之
者
・
御
掃
除
之
者
・
御
駕
籠
之
者
）
の
詳
細

に
つ
い
て
は
同
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一�

、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
新
古
改
撰
誌
記
」
は
計
三
一
冊
で
あ
る
が
、
巻
号
の
表
記

に
よ
り
三
冊
の
欠
本
が
確
認
さ
れ
る
。
参
考
の
た
め
「
新
古
改
撰
誌
記
」
の
内
訳

を
表
１
の
よ
う
に
一
覧
す
る
。

一�

、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
極
力
原
文
書
の
表
記
を
尊
重
す
る
よ
う
に
努
め
、
左
記
の

よ
う
に
編
集
を
施
し
た
。

　
　

①　

�

適
宜
、
読
点
「
、」
お
よ
び
並
列
点
「
・
」
を
付
し
た
。
名
前
や
役
職
名
・

地
名
等
が
連
続
し
て
出
て
き
た
場
合
に
は
並
列
点
「
・
」
を
使
用
し
た
。

　
　

②　

�

当
用
漢
字
・
常
用
漢
字
を
原
則
（
俗
字
・
異
体
字
は
使
わ
な
い
）
と
し
、

な
い
も
の
は
正
字
を
用
い
た
。
但
し
、
国
字
が
あ
る
場
合
に
は
正
字
よ
り

も
国
字
を
優
先
し
た
。
人
名
も
同
じ
。

　
　
　
　
　

�

但
し
、
躰
・
巾
・
抔
・
惣
・
炮
・
扣
・
坐
・
簱
・
儘
・
附
・
寐
・
釰
・

靱
・
抛
な
ど
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

　
　
　
　
　

�「
せ
が
れ
」
は
「
倅
」、
面
積
・
容
積
の
単
位
の
「
夕
」
は
「
勺
」、「
け
ん

か
」
の
「
𠵅
」
は
「
嘩
」、「
み
の
が
さ
」
の
「
簑
」
は
「
蓑
」
を
使
っ
た
。

　
　

③　

�

衍
字
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
、
右
傍
に
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。
当
て
字
・
誤

字
は
右
傍
に
（
マ
マ
）
あ
る
い
は
（
何
カ
）
を
付
し
た
。
正
し
い
字
が
わ

か
る
場
合
は
右
傍
に
（
何
）
と
記
し
た
。
ま
た
脱
字
が
あ
る
場
合
は
同
様

に
「
何
脱
カ
」
と
傍
記
し
た
。
い
ず
れ
も
同
一
巻
に
お
い
て
は
初
出
の
み

と
し
た
。

　
　
　
　

�

な
お
、
以
下
の
頻
出
す
る
当
て
字
は
原
文
書
の
ま
ま
と
し
、
傍
記
も
略
し

た
。

　
　
　
　

�

已
（
＝
以
→
已
前
・
已
来
・
已
上
）、
簾
々
（
＝
廉
々
）、
寄
特
（
＝
奇
特
）、

性
（
＝
姓
→
百
性
・
性
名
）、
情
（
＝
精
→
出
情
）、
訴
詔
（
＝
訴
訟
）、

操
（
＝
繰
→
操
上
・
操
合
な
ど
）、
太
鞁
（
＝
太
鼓
）、
茶
椀
（
＝
茶
碗
）、

丁
（
＝
町
）、
挑
灯
（
＝
提
灯
）、
町
銘
（
＝
町
名
）、
篇
（
＝
遍
）、
堀
（
＝

掘
）、
屋
鋪
・
屋
舗
（
＝
屋
敷
）、
暦
（
＝
歴
）、
録
（
＝
禄
→
元
録
・
永
録
）、

抱
（
＝
拘
か
か
わ
る
）

　
　

④　

�

片
仮
名
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
変
体
仮
名
は
同
音
の
平
仮
名
に
改
め
た
。

　
　
　
　
　

�

但
し
、
ニ
・
而
・
者
・
江
・
茂
・
与
・
而
已
・
幷
は
そ
の
ま
ま
と
し
文

字
ポ
イ
ン
ト
を
下
げ
右
寄
せ
し
た
。
漢
字
の
「
得
」「
之
」
お
よ
び
平

仮
名
の
「
ゐ
」「
ゑ
」
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

　
　

⑤　

合
字
（
ゟ
な
ど
）
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

　
　

⑥　

�

文
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
号
・
干
支
や
諸
々
の
数
字
・
数
値
並
び
に
役

職
名
や
続
柄
等
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

　
　
　
　

�　

但
し
、
年
号
と
在
職
者
が
一
致
し
な
い
よ
う
な
誤
記
と
思
料
さ
れ
る
場

合
に
は
該
当
箇
所
へ
修
正
の
ル
ビ
を
付
し
た
。

　
　
　
　

�　

ま
た
、
〆
は
「
合
計
」
の
意
の
場
合
の
み
そ
の
ま
ま
と
し
、「
締
」「
貫
」

の
意
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
で
記
し
た
。



　
　

⑦　
�

欠
損
、
ま
た
は
判
読
不
明
の
文
字
は
、
□
□
…
（
字
数
分
）、［　

］（
字

数
不
明
）
で
示
し
、
蝕
損
な
ど
は
右
傍
に
（
虫
損
）（
破
損
）
な
ど
と
記

し
た
。

　
　

⑧　

�

踊
り
字
は
、
漢
字
は
「
々
」、
平
仮
名
は
「
ゝ
」、
片
仮
名
は
「
ヽ
」
を
用

い
た
。
大
返
し
「
〳
〵
」
は
仮
名
お
よ
び
仮
名
と
漢
字
ま
じ
り
の
時
に
用

い
て
、
漢
字
だ
け
の
場
合
に
は
「
々
々
」
を
使
用
し
た
。

　
　

⑨　

原
文
中
の
行
間
の
補
記
は
、
原
則
と
し
て
本
文
中
に
繰
り
入
れ
た
。

　
　

⑩　

抹
消
は
原
則
二
重
線‖
で
付
し
た
。

　
　
　
　

但
し
、
本
文
内
に
他
の
抹
消
表
示
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
生
か
し
た
。

　
　
　
　

ま
た
語
句
の
見
セ
消
チ
は
正
し
い
語
句
に
て
表
記
し
た
。

　
　

⑪　

意
味
不
明
箇
所
に
つ
い
て
は
、
右
傍
等
に
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。

　
　

⑫　

�

印
章
は
実
際
に
押
印
さ
れ
て
い
る
も
の
は�
印�
と
表
記
し
、
文
字
で
印
と

記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
ま
ま　

印　

と
表
記
し
た
。

　
　

⑬　

�

朱
書
は
該
当
箇
所
を
「　

」
で
括
り
、
右
傍
肩
に
（
朱
書
）
と
記
し
た
。

　
　
　
　

‑

朱
引
き
は
右
傍
肩
に
（
朱
引
）
と
記
し
た
。

　
　

⑭　

�

原
則
と
し
て
台
頭
は
三
字
あ
け
、
平
出
は
二
字
あ
け
、
闕
字
は
一
字
あ
け

と
し
た
（
数
文
字
に
わ
た
る
闕
字
の
場
合
は
一
字
あ
け
で
統
一
し
た
）。

　
　
　
　

�

そ
の
ほ
か
、
日
付
や
人
名
・
役
職
名
等
が
明
確
で
な
く
空
欄
表
示
に
し
て

い
る
場
合
は
、
日
付
は
一
字
あ
け
と
し
人
名
・
役
職
名
の
場
合
は
二
字
あ

け
と
し
た
。

　
　

⑮　
（　

）
の
な
い
ル
ビ
な
ど
は
、
原
文
書
に
振
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

⑯　

�

人
名
で
同
一
人
に
も
拘
わ
ら
ず
「
嘉
右
衛
門
」
と
「
加
右
衛
門
」
な
ど
の

混
用
が
見
ら
れ
る
が
統
一
せ
ず
、
ま
た
「
右
衛
門
」
と
「
左
衛
門
」
の
様

に
「
左
・
右
」
の
混
用
も
見
ら
れ
る
が
原
則
統
一
せ
ず
、
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
原
文
書
の
表
記
通
り
と
し
た
。

　
　
　
　

�

但
し
、
役
職
者
等
で
は
っ
き
り
判
る
も
の
は
該
当
箇
所
へ
修
正
の
ル
ビ
を

付
し
た
。

一
、
目
次
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
よ
う
に
行
っ
た
。

　
　

①　

�

目
録
の
番
号
は
、
本
文
の
番
号
と
対
応
し
て
い
る
が
一
部
表
記
を
簡
易
な

も
の
に
改
め
た
。

　
　

②　

�

内
容
が
複
数
に
亘
る
も
の
に
つ
い
て
は
、基
本
的
に
最
初
の
文
書
の
内
容
・

年
代
を
採
録
し
た
。

　
　

③　

年
未
詳
の
表
記
を
省
略
し
た
も
の
が
あ
る
。

　
　

④　

�

五
役
の
者
の
頭
の
う
ち
複
数
名
が
連
署
し
て
い
る
場
合
等
は
、
三
役
頭
の

よ
う
に
表
記
し
た
。

一�

、
目
次
及
び
巻
末
の
人
名
索
引
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
小
人
・
中
間
な
ど
の
よ

う
に
本
来
役
職
名
に
冠
す
べ
き
「
御
」
を
原
則
と
し
て
省
略
し
た
。

一�

、
本
書
の
編
集
は
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
学
芸
員
市
川
寛
明
・
田
中
実
穂
が

担
当
し
た
。
目
次
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
塙
聡
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表１　「新古改撰誌記」の内訳
巻号 資料番号 表題 主な内容（「　」は原文書から採録）
一 95201731 （諸達書・願書・伺書留帳） 寛政九年八月より文政元年十一月まで
弐 95201732 （諸達書・願書・伺書留帳） 文政元年十二月より文政十年十二月まで
三 95201733 （諸達書・願書・伺書留帳） 文政十一年正月より天保三年十一月まで
四 95201734 （諸達書・願書・伺書留帳） 天保四年四月より天保十二年十二月まで
五 95201735 （諸達書・願書・伺書留帳） 天保十三年正月より嘉永四年三月まで
六 95201736 （諸達書・願書・伺書留帳） 嘉永五年正月より安政五年八月まで
七 95201737 （組筋・跡役之者覚書） 主に五役の頭の跡役人事について
八 95201738 （諸一件留） 逐電一件、追放一件、押込一件など
九 95201739 御役出　目付無役　跡抱 跡式・他場所出役・目付支配無役の仰渡など

拾 95201740 （御中間勤方及其他達留帳） 転役・装束・宿直・川筋御成の勤方、御移徒御参詣
御出棺御供など

十一 95201741 御吉凶事并小金御鹿狩一件 吉事等の節の御供行列勤方、小金鹿狩御供など
十二 欠　　本
十三 95201742 在方筋 在方御成の節の勤方、小金鹿狩御供など

十四 95201743
日光御参詣一件・壱・三冊之内（内
題「日光御参詣并御留守中御用留・
天」）

天保十四年度日光参詣へ出立前の記事

十五 95201744
日光御参詣一件・壱・三冊之内（内
題「日光御参詣并御留守中御用留・
地」）

天保十四年度日光参詣へ出立前と留守中の記事

十六 95201745
日光御参詣一件・壱・三冊之内（内
題「日光御参詣并御留守中御用留・
人」）

天保十四年度日光参詣へ出立後の記事

十七 95201746 天保度減方書類 諸所御成の節の雨天濡御手当減方に関する取調書な
ど

十八 95201747
天保度減方書類（内題「御改革二
付減方被仰渡其外申上御用留并辰
年炎上之節焼失并損物申上覚」）

「御中間方役々并御番所向年々定式請取物減方之儀
申上候書付」「両御丸御城内外御成御供人数書」

十九 95201748 天保度減方書類
「御本丸西丸御馬牽人濡御手当金調」「御炎上之節
諸番所向部屋々諸道具焼失并損物取調申上候覚」な
ど

二十 95201749 （御中間諸届留帳） 御旗指之者御厩より紋付笄拾取持帰候一件、御中間
召捕揚屋入一件、御中間身持不宜二付久離一件など

廿一 95201750 御救金一件 御中間居宅類焼御救金一件、地震二付居宅潰類焼之
者一件など

廿二 95201751 跡役・跡番 中間の諸掛跡役・跡番について
廿三 欠　　本
廿四 95201752 隠居・家督伺・弐冊之内 隠居家督、病死跡式、病免など
廿五 95201753 無役之者取扱一件 無役之者の隠居家督・跡式・帰番について
廿六 欠　　本

廿七 95201754 借地・縁組・懸合済 養子・縁組・賃地・借地などに関する外向への掛合
について

廿八 95201755 （諸事一件留帳） 日光御進献御馬牽人勤方、前田半次郎遠島一件、御
三家御三卿方御立寄など

廿九 95201756 （切米支給二付諸事一件留帳） 拝領屋敷願類例、御乳御用、逐電一件など
三十 95201757 （諸達書・願書・伺書留帳） 嘉永七年九月より文久二年三月まで

丗一 95201758 （諸達書・願書・伺書留帳） 文久元年三月より十二月まで、後半は「皇妹和宮御
方と御縁組被仰出より御婚礼済迄御書付」

丗二 95201759 （諸願・届・伺書方留帳）

「年番二而取扱品」「御中間御役成之節願書并御断
り其外取扱候廉々書類文例」「跡役伺・跡番伺・跡
抱伺・隠居家督伺・跡式伺・御奉公差免伺・直勤申
上・濡御手当願・羽織御断・御役出願・右廉々文格
并規則書方」

丗三 95201760 新古抱代々記 「寛政以前御抱入之者代々記」「新規御抱入之者代々
記」

丗四 95201761 部屋住代々記 「従部屋住御抱入之者代々記」
※�田原昇「江戸城内の運営と「五役」－「新古改撰誌記」より」（『東京都江戸東京博物館研究報告12号』
2006年）掲載の表を一部改変した。
※巻号は原史料の表記に拠った。また表題、主な内容とも「　」付きの文書は原文書から採録した。
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巻一

人 名 索 引

【 あ 】
相川幸助 	 23下、56上
青木忠左衛門（奥右筆）	 	 14上
青　下野守（老中）	 72下	☞	青山下野守
青山下野守（老中）	 66下、72下
青山伯耆守（老中）	 32下
秋元直三郎（中間昼番之者）	 21下、53上
明楽八郎右衛門（勘定吟味役）	 72下
浅岡平八郎（中間頭）	 1下
朝倉貫蔵（中間）	 24上下、25上
朝倉庄五郎 	 24上
浅沼鉄次郎（小人風呂屋口番）	 11上、12上
浅沼利喜蔵（小人風呂屋口番）	 11上、12上
朝比奈河内守（小普請支配）	 36下
浅見十郎左衛門（小人頭）	 1上
阿部備中守（老中）	 55上
天笠重平（小人目付）	 50上
荒井覚之助（中間）	 40上
荒井平兵衛（松前奉行支配吟味役）	 67下、68上
荒川勝次郎（掃除之者）	 47上
荒川常次郎（目付）	 31下、33上、50上、55上
有馬左兵衛佐（西丸若年寄）	 27上、61下、62上
	 65上下、66上下
安藤幾右衛門（中間台方長屋門番）	 31下
安藤弾正少弼（目付）	 13下、17上、24下

【 い 】
井伊兵部少輔（若年寄）	 6下、14上
伊右衛門（町名主）	 41下、42上、44上
猪右衛門（西丸目付）	 5下	☞	松浦猪右衛門
伊織（目付）	 5下、11上、12下	☞	松平伊織
壱岐守（西丸若年寄）	 	 27上、29上	☞	水野壱岐守
池内長右衛門（中間長屋門番）	 32下
池野谷武右衛門（西丸台所小間遣）	 10上下
伊沢善之丞（中間）	 44上、52下
石谷周防守（目付）	 5下、10下、55下、56上
石川五助（表火之番）	 47上
石川友一左衛門（掃除之者頭）	 5下
石川友一左衛門（中間頭）	 5上下、22下、23上下
石河若狭守（留守居年寄衆）	 25上、26上
市右衛門（西丸目付）	 20下	☞	三宅市右衛門	
一雲（坊主）	 21上、63上
市江与惣次（中間台方長屋門番世話役）	 31下、32上
市川藤四郎（中間昼番之者）	 21下
伊藤河内守（大目付）	 3下
伊藤長兵衛（目付）	 22下	☞	伊東長兵衛
伊東長兵衛（目付）	 22下、23下
犬塚政之丞（中間）	 36上、37上下
井上甚内（西丸小人目付）	 12下
岩崎金八（中間）	 54上下
岩下孫四郎（御簾中様広敷用部屋伊賀格吟味役）	 16下

岩瀬加賀守（宗門改）	 3上
岩瀬加賀守（町奉行）	 41上
岩田吉左衛門（徒目付組頭）	 9上
岩堀孫次郎（中間組頭）	 44上、52下
石見守（若年寄）	 23上	☞	酒井石見守
石見守（小普請支配）	 51下	☞	松平石見守
印藤小左衛門（中間西丸持鑓之者）	 21下、22下

【 う 】
宇右衛門（目付）	 5下、14上	☞	佐野宇右衛門
植村駿河守（若年寄）	 17上、24下、27上、37下
	 38上、44下、55上、56上、60下
	 64下、65上下、66上下、67上下
宇佐美勇右衛門（中間台方長屋門番）	 31下
牛越久平（小人）	 	46下
右大将様（徳川家慶）	 52上、65下、66上下、68上
	 69下、70上下、71上下、72上
内川領助（小人玄関番）	 11下
内田与左衛門（頭）	 32下
内野為吉（掃除之者）	 47下
内野利兵衛（掃除之者）	 47下
内山平八（中間）	 52上
鵜殿式部（西丸目付）	 21下、22下
浦部兵次郎（中間）	 53上

【 え 】
江原孫三郎（目付）	 5下
江守覚太夫（中間）	 10下、55下、56上

【 お 】
近江守（若年寄）	 29下、53上下、63下	☞	小笠原近江守
大炊頭（老中）	 38下	☞	土井大炊頭
大岡金三郎（中間頭）	 32下
大斧幸右衛門（掃除之者頭）	 5下
大木七之助（掃除之者）	 24上、25上
大草主膳（目付）	 47下
大久保元次郎（徒目付組頭）	 13上
大河内善十郎（目付）	 14下、15上、24下
太田志摩守（留守居年寄衆）	 25上下、26上
大塚伝蔵（表右筆）	 5下
大塚政五郎（掃除之者）	 47上
大浜鉄之丞（中間）	 34下
大林（中間頭）	 16下	☞	大林粂右衛門
大林粂右衛門（中間頭）	 3上、14下、15上，16下
	 24下、27上下、28上
大原利兵衛（新御番衆）	 47下、74下
小笠原近江守（若年寄）	 29下、53上下、63下
岡島清吉（掃除之者）	 47上
岡田四郎作（中間定番之者）	 5上、13上
小川伊兵衛（徒目付）	 36下
小川七郎右衛門（西丸裏門番之頭）	 14下
荻野八百吉（表火之番）	 47上
奥村孫右衛門（浅草御蔵同心）	 56下
長田八十五郎（小人頭）	 11上下、12上、17上
長田六左衛門（西丸目付）	 5下



小沢伝之丞（徒目付組頭）	 72上下
尾関要蔵（中間	定番之者）	 5上
小田切土佐守（町奉行）	 2下、23上下
小野伝左衛門（徒目付）	 50下
小幡善三郎（中間触番之者）	 22上
尾花善次郎（小普請方改役）	 74下
恩田半助（普請役）	 16下

【 か 】
甲斐守（勘定奉行）	 64上	☞	曲淵甲斐守
角左衛門（村名主）	 68上
覚太夫（中間）	 10下、56上	☞	江守覚太夫
笠原五太夫（小人頭）	 46下
樫田弥太郎（表右筆）	 5下
梶田徳右衛門（中間組頭）	 68下、69上
主計頭（勘定奉行）	 	 64上	☞	榊原主計頭
嘉太夫（勘定吟味役）	 64上	☞	米田嘉太夫
勝	桓兵衛（勘定吟味役）	 38上、44下、64上、72下
勝屋勇吉（大御番衆）	 48下、49上下、50上下
加藤吉之助（中間）	 24下
金指藤作（小人）	 23下、56上
嘉朴（坊主）	 28上
神尾若狭守（勘定奉行）	 51下
神　兵太夫（中間頭）	 69上	☞	神谷兵太夫
神谷喜平次 	 36下
神谷兵太夫（中間頭）	 31下、33下、34上下、35上
	 36上下、37上下、40上下、41上
	 42上、44上、46下、48下、49上下
	 50上下、51上、52上、54上下
	 67下、68上、69上下
河合儀左衛門（西丸徒目付組頭）	 45下、71下
川口半十郎（町奉行年寄同心）	 23下
川野弥五郎（世話役）	 12下
川村助左衛門（徒目付組頭）	 45上、64上
神原孫之丞（奥右筆衆）	 66下
桓兵衛（勘定吟味役）	 64上	☞	勝	桓兵衛

【 き 】
紀伊守（若年寄）	 46下、47下	☞	内藤紀伊守
岸	彦十郎（勘定吟味役）	 38上、44下、64上
吉右衛門（西丸目付）	 44上	☞	成瀬吉右衛門
木村嘉藤次（小人目付）	 40上下
木村喜四郎（中間西丸持鑓之者）	 22上下
木村多三郎（黒鍬之者）	 47上
久蔵（目付）	 1上	☞	渡辺久蔵
京極周防守（若年寄）	 29下、37下
京極備中守（若年寄）	 5下
玉樹院様（徳川家慶子息竹千代）	 29上下
金右衛門（目付）	 67下	☞	森川金右衛門
金四郎（目付）	 2下	☞	遠山金四郎
金次郎 	 36上	☞	関口金次郎

【 く 】
宮内少輔（若年寄）	 51下	☞	松平宮内少輔
公方様（徳川家斉）	 29上、66上

久保田吉次郎（浅草蔵奉行）	 74下
栗山丈助（掃除之者）	 47上
黒川与市（目付）	 13上
畔柳助九郎（中間頭）	 32下

【 け 】
監物（目付）	 25下、26上下、31下、34上	☞	村上監物
源六郎（目付）	 46下	☞	諏訪源六郎

【 こ 】
河野新六（中間）	 55上
河野政次郎 	 55上
小　五兵衛（中間頭）	 69上	☞	小林五兵衛
小島（中間頭）	 14上	☞	小島由右衛門
小島孫右衛門（目付）	 2下
小島由右衛門（中間頭）	 3上、11上、14上下、15上
小高平助（掃除之者）	 47上
小永井佐兵衛（中間供組頭）	 25上下、26上
小永井惣太夫（小人頭）	 17上
小林市郎左衛門（中間西丸持鑓之者）	 22上下
小林五兵衛（中間頭）	 31上下、33下、34上、50上
	 53上、63上、65上、66下、69上
小林八兵衛（中間目付）	 27下、28上
小林増五郎（代官手付出役）	 67上
小林弥十郎（目付支配無役）	 67上
御本丸様（徳川家斉）	 72上
五兵衛（中間頭）	 69上	☞	小林五兵衛
駒井（西丸目付）	 52上、65下、66上	☞	駒井但馬守
駒井但馬守（西丸目付）	 	52上、65下、66上
駒木根大内記（留守居年寄衆）	 25上、26上
小宮山（中間頭）	 31上	☞	小宮山作右衛門
小宮山作右衛門（中間頭）	 26上、27上下、29上
	 31上下、32上、33下、34上、35下
	 52下、63上、65上、66下、68上、69上
小宮山作左衛門（中間頭）	 66下	☞	小宮山作右衛門
小宮山佐太郎（中間）	 36下、56上下、57上
小柳津久三郎（西丸裏門番組同心）	 14上下
小柳津久次郎 	 14上下
五郎兵衛（町名主）	 47下
権九郎（百姓）	 54上下
権現様（徳川家康）	 32下
近藤重蔵（小普請）	 74下
近藤新吉（西丸徒目付）	 30上
権六（家守）	 6上

【 さ 】
西郷斎宮（小普請支配）	 13上
斎藤次左衛門（目付）	 10下、49下、56上
斎藤次左衛門（西丸目付）	 22下
酒井石見守（若年寄）	 23上
酒井作右衛門（目付）	 47下
酒井備後守（老中）	 32下
榊　主計頭（勘定奉行）	 64上	☞	榊原主計頭
榊原主計頭（勘定奉行）	 64上
榊原隼之助（目付）	 24下



榊原伝吉（中間台方長屋門番）	 31下
坂田屋八郎兵衛（辻番所受負人）	 40下、41上
左京（目付）	 1下	☞	佐久間左京
左京（目付）	 37下、50下	☞	羽太左京
作右衛門（中間頭）	 26上、31下、32上
	 ☞	小宮山作右衛門
作左衛門（西丸目付）	 53下	☞	本多作左衛門
佐久間左京（目付）	 1下
桜井隼三郎（徒目付）	 2下
桜井甚五右衛門（中間台方長屋門番）	 31下
笹本彦太郎（西丸目付）	 53下
佐次右衛門（目付）	 41上	☞	筒井佐次右衛門
佐太郎（中間）	 56下、57上	☞	小宮山佐太郎
佐藤定蔵（中間組頭）	 52上
佐野宇右衛門（目付）	 5下、14上
佐野庄蔵（中間触番之者）	 22上
佐野豊前守（留守居年寄衆）	 25下、26上
左兵衛佐（西丸若年寄）	 27上、61下、62上、65上下
	 66上下	☞	有馬左兵衛佐
三郎右衛門（目付）	 58上、63下	☞	富永三郎右衛門
佐兵衛（台所定椀調組頭）	 9下
三太夫（目付）	 24下	☞	彦坂三太夫

【 し 】
次右衛門（組頭）	 3上、21下
塩入大三郎（書院番衆）	 49上
繁八郎（中間目付）	 56上	☞	矢村繁八郎
次左衛門（目付）	 10下、49下、56上	☞	斎藤次左衛門
次左衛門（西丸目付）	 22下	☞	斎藤次左衛門
治左衛門（家主）	 43上下、44上
篠　十兵衛（勘定吟味役）	 64上	☞	篠山十兵衛
篠山十兵衛（勘定吟味役）	 45上下、64上
渋江長伯（奥医師）	 74下
次兵衛（目付）	 5下、22下、55下	☞	仙石治兵衛
清水吉五郎（中間定番之者）	 22上
清水伝内（小人）	 35上
清水仁平次（目付方在方出役）	 68下
志村十次郎（中間頭）	 11上、57上
下氏金十郎（中間）	 15上
下野守（老中）	 66下	☞	青山下野守
下野屋三九郎（辻番所受負人）	 40下、41上
十兵衛（勘定吟味役）	 64上	☞	篠山十兵衛
重兵衛（中間）	 49下	☞	武藤重兵衛
主膳（西丸目付）	 45下	☞	村上主膳
主膳正（勘定奉行）	 64上	☞	柳生主膳正
寿平（中間）	 42上	☞	山本寿平
隼三郎（徒目付）	 2下	☞	桜井隼三郎
諸左衛門（目付）	 37下	☞	間宮諸左衛門
甚三郎（中間長屋門番助役）	 32上	☞	山崎甚三郎
新平（掃除之者頭）	 5下	☞	山本新平
新六（中間）	 55上	☞	河野新六

【 す 】
瑞芳院様（徳川家慶息女儔姫）	 60下
末次（中間頭）	 31上	☞	末次佐吉
末次佐吉（中間頭）	 3上、24上下、25下、26上下

	 27上下、28上、31上下、63上下
	 65上、66下
周防守（目付）	 5下、10下、56上	☞	石谷周防守
周防守（若年寄）	 29下､ 37下	☞	京極周防守
杉崎惣兵衛（徒目付組頭）	 38下、46下、58下、71下
杉	庄兵衛（代官）	 67上
杉山喜太郎（中間昼番之者）	 22上
杉山長四郎（掃除之者）	 47上
助右衛門（目付）	 24下、35下、54上、67上
	 68上下、69上	☞	牧	助右衛門
助右衛門（小人頭）	 5下	☞	高倉助右衛門
鈴木宇右衛門（中間頭）	 47下、48上、74下
鈴木勘助（中間組頭）	 68下、69上
鈴木金十郎（小人目付）	 36下
鈴木半十郎（掃除之者頭）	 24上下
鈴木半十郎（中間頭）	 5上下、10上下、11上
	 13上下、14下、15上、22下
	 23上、32上、56上、57上
須田与左衛門（目付）	 37下、40上、60下、67上、69下
駿河守（若年寄）	 17上、24下、27上、55上、56上
	 60下、64下、65上下、66上下
	 67上	☞	植村駿河守
諏訪源六郎（目付）	 46下、67上下
諏訪隼人（小普請支配）	 51上
諏訪部文右衛門（召馬預）	 21下

【 せ 】
清安（坊主）	 10上下
関口金次郎 	 36上
関口平七 	 36上
摂津守（若年寄）	 2上、61上下、62上	☞	堀田摂津守
全光（道心者）	 52下
仙石次兵衛（目付）	 30下	☞	仙石治兵衛
仙石治兵衛（目付）	 	 5下、22下、30下、55下
善十郎（目付）	 14下、15上	☞	大河内善十郎

【 そ 】
宗閑（坊主）	 40下
曽我七兵衛（西丸目付）	 27上

【 た 】
大助（西丸目付）	 12下	☞	馬場大助
大納言様（徳川家慶）	 29上、61下
髙井但馬守（書院番頭）	 49上
髙井元次郎（目付支配無役）	 23上
髙井山城守（目付）	 63下
高倉助右衛門（小人頭）	 5下
高坂源四郎（掃除之者）	 47上
高田利右衛門（小人）	 1上
高橋藤右衛門（中間）	 35下
高橋藤左衛門（中間）	 34上下、35上
高橋藤八（中間）	 34上下
高橋友三郎（中間）	 34上下、35上
高山喜六郎（徒目付）	 36下
滝田宇右衛門（町奉行年寄同心）	 23下



滝野佐次郎（中間）	 53上
竹内源右衛門（徒目付組頭）	 72下
竹田吉十郎（小普請）	 2下
竹千代様（徳川家慶子息）	 29上、30上
但馬守（西丸目付）	 52上	☞	駒井但馬守
立花出雲守（若年寄）	 46下
館　忠四郎（勘定吟味役）	 64上	☞	館野忠四郎
館野忠四郎（勘定吟味役）	 64上
帯刀（目付）	 2下、5下、6上、10下	☞	土屋帯刀
田中佐左衛門（目付方在方出役）	 68下
田中庄八（黒鍬之者）	 47上
田中助七（黒鍬之者）	 47上
田中直蔵（松前奉行支配調役下役）	 67下、68上
田中松吉（掃除之者）	 47上
多宮（目付）	 2上	☞	松平田宮
田宮（目付）	 21下	☞	松平田宮
樽屋三右衛門（地割役）	 23下
太郎吉（組頭）	 53下
丹下（目付）	 45上	☞	本多丹下
弾正少弼（目付）	 	13下	☞	安藤弾正少弼

【 ち 】
千村弾正少弼（西丸小十人頭）	 74下
忠五郎（中間）	 64上	☞	水野忠五郎
忠四郎（勘定吟味役）	 64上	☞	館野忠四郎
忠兵衛（目付）	 21上、51上、53下	☞	花村忠兵衛
長兵衛（目付）	 23下	☞	伊東長兵衛

【 つ 】
塚田十三右衛門（勘定所普請役）	 6上
津田平次郎（小普請）	 13上
土屋讃岐守（小普請支配）	 74下
土屋帯刀（目付）	 2下、5下、6上、7上
	 10下、11下、12上
土屋長三郎（目付）	 10上下、11下、55下
筒井佐次右衛門（目付）	 34下、41上、62下
都筑勇次郎（黒鍬之者）	 47上
常次郎（目付）	 31下、33上、50上	☞	荒川常次郎

【 て 】
定蔵（中間組頭）	 52上	☞	佐藤定蔵
鉄次郎（小人風呂屋口番）	 11上、12上	☞	浅沼鉄次郎
寺島藤吉（掃除之者）	 47下
出羽守（若年寄）	 15上	☞	水野出羽守
伝右衛門（目付）	 15上、27下	☞	初鹿野伝右衛門

【 と 】
土井大炊頭（老中）	 38下
藤右衛門（中間）	 35下	☞	高橋藤右衛門
藤九郎（番組頭）	 34下
藤左衛門（中間）	 35上	☞	高橋藤左衛門
藤堂和泉守（伊勢津藩藩主）	 74下
遠山金四郎（目付）	 2下、22下
富永三郎右衛門（目付）	 58上、63下

友三郎（中間）	 35上	☞	高橋友三郎
虎之助（目付）	 10下	☞	水野虎之助
鳥飼久太夫（中間昼番之者）	 22上

【 な 】
内藤紀伊守（若年寄）	 46下、47下
内藤隼人正（目付）	 34下、35上、38下、46上
	 63上、64上、72下
長井潤蔵（宗門改方）	 3上
永井松之助（中間）	 54上下
中井保兵衛（徒目付）	 49下
永井靭負（目付）	 2上、30下
中川三五郎（使之者）	 36下
中川惣左衛門（西丸目付）	 27上下、29下、30下、66下
永坂鑑太郎 	 54下
長坂次右衛門（中間長屋門番）	 32下
永坂彦八（小人）	 54下
中島亀之助（表火之番）	 47上
長瀬平五郎（小人目付）	 36下
永田備後守（町奉行）	 37上下、41上、50下、51上
中務（目付）	 15上、17下、18上、19下
	 21上、57上	☞	水野中務
永野吉太郎（駕籠之者）	 36上、37上下
永野勝助 	 37下
永野又三郎 	 37上
中村庄蔵（黒鍬之者）	 47上
中山遠江守（勘定奉行）	 51下
夏目次郎右衛門（西丸目付）	 27上下	☞	夏目次郎左衛門
夏目次郎左衛門（西丸目付）	 27上下、61下、62上
成島弥市（中間長屋門番助役）	 31上下、32上、33下
成島弥源太（中間定役）	 32上
成瀬吉右衛門（西丸目付）	 44上、53下

【 に 】
西井孫太夫（元方金奉行）	 63下
西	新太郎（元方金奉行方）	 63下、64上
西丸様（徳川家慶）	 72上
西山与五郎（黒鍬之者）	 47上
丹羽五左衛門（新御番頭）	 47下、74下

【 ね 】
根岸肥前守（町奉行）	 2下、10上、23上下

【 の 】
野田源兵衛（徒目付組頭）	 32下
能登守（若年寄）	 6上、10下、22下	☞	松平能登守
能登守（西丸老中）	 55上	☞	松平能登守
野中新三郎（徒目付）	 12下
野村喜三郎（小普請）	 13下、14上
野村与兵衛（掃除之者）	 47上

【 は 】
萩原兵蔵（松平甲斐守家来）	 54下



萩原弥五兵衛（代官）	 67上
初鹿野伝右衛門（目付）	 15上、27下
橋本佐次郎（中間）	 13下、14上
長谷川丈助（挑灯奉行）	 36上下
長谷川与市 	 36上下
羽太左京（西丸目付）	 66下
羽太左京（目付）	 37下、47下、50下
八十郎（目付）	 37下、40下、50下、53下
	 ☞	土方八十郎
蜂屋市左衛門（町奉行与力）	 23上下
服部伊賀守（勘定奉行）	 38上、44下、66下
	 69下、72下
服部専蔵（勘定組頭）	 41上
花村忠兵衛（目付）	 21上、37上下、51上、53下
羽田市蔵（中間）	 40上下、41上
馬場幸吉（掃除之者）	 47上
馬場作次郎（掃除之者）	 47上
馬場大助（西丸目付）	 12下
林	八郎次（中間目付）	 53下
隼人正（目付）	 35上、38下、63上、64上
	 ☞	内藤隼人正
早野平七（中間）	 10上下

【 ひ 】
彦坂九兵衛（小普請組支配）	 2下
彦坂三太夫（目付）	 17上、24上下、28下
	 29上、60下、64下、65上
彦十郎（勘定吟味役）	 64上	☞	岸	彦十郎
彦八（小人）	 54下	☞	永坂彦八
土方八十郎（目付）	 37下、40下、46上、50下
	 52上、53下
備前守（老中）	 29上	☞	牧野備前守
肥田豊後守（勘定奉行）	 45上下、58上
備中守（老中）	 55上	☞	阿部備中守
備中守（若年寄）	 5下	☞	京極備中守
兵部少輔（若年寄）	 6下、14上	☞	井伊兵部少輔

【 ふ 】
福岡半十郎（徒目付）	 47上
藤原忠七（中間定番之者）	 22上
古川山城守（勘定奉行）	 38上、41上、44下、52上
	 66下、69下、72下
古屋平左衛門（徒目付）	 21下

【 へ 】
平五郎（御台様広敷下男）	 24下
兵太夫（中間頭）	 69上下	☞	神谷兵太夫

【 ほ 】
星野十右衛門（西丸裏門番）	 14下
星野荘助（小普請）	 36下
堀田摂津守（若年寄）	 2上、61上下、62上
洞	金助（西丸小人目付）	 12下
堀内小膳（元方金奉行）	 63下

堀内長八（中間台方長屋門番）	 31下
堀越又右衛門（西丸徒目付組頭）	 44上、52上、72上
本多作左衛門（西丸目付）	 53下、61下、62上
	 65下、66上、72上
本多丹下（目付）	 24上、45上
本丸様（徳川家斉）	 72上

【 ま 】
真壁岩五郎（中間西丸持鑓之者）	 22上下
真壁忠左衛門（目付支配無役）	 6上
真壁忠左衛門（中間）	 68上
曲　甲斐守（勘定奉行）	 64上	☞	曲淵甲斐守
曲淵甲斐守（勘定奉行）	 64上
牧	助右衛門（目付）	 24下、35下、54上、55上
	 63下，67上下、68上下、69上、72下
牧野備前守（老中）	 29上
孫右衛門（目付）	 2下	☞	小島孫右衛門
孫三郎（目付）	 5下	☞	江原孫三郎
正木為吉（小人）	 35上
真下平六（小人頭）	 54下
町田平右衛門（掃除之者）	 47上
松浦猪右衛門（西丸目付）	 5下
松坂金次郎（中間）	 53下
松坂藤次郎（中間）	 44上、52下、53上
松崎嘉藤太（中間頭）	 5下、22上下、23上
松崎新右衛門（中間頭）	 32上、33下
松平伊織（目付）	 5下、6上、7上、11上、12下
松平石見守（小普請支配）	 51下
松平甲斐守（大手門警備）	 54下
松平宮内少輔（若年寄）	 51下
松平大膳太夫（大名火消役）	 47下、74下
松平田宮（目付）	 2上、21下
松平能登守（若年寄）	 6上、10下、22下
松平能登守（西丸老中）	 55上
松永林平（小人目付）	 50上
松原伴右衛門（町奉行与力）	 23上下
松村亀太郎（掃除之者）	 47上
間宮諸左衛門（目付）	 1下、37下、53下、63上

【 み 】
三浦弥五左衛門（中間頭）	 1下
三河口雲八郎（小普請）	 51上
水　出羽守（老中）	 72下	☞	水野出羽守
水野壱岐守（西丸若年寄）	 27上、29上
水野忠五郎（中間）	 63上下、64上
水野出羽守（老中）	 72下
水野出羽守（若年寄）	 15上
水野遠江守（大御番頭）	 49上下、50下
水野中務（目付）	 15上、17下、18上、19下
	 20上下、21上、57上
水野虎之助（目付）	 10下
水野若狭守（宗門改）	 3上
御台様（徳川家斉正室寔子）	 29上
御手洗五郎兵衛（目付）	 47下
三橋勝十郎（松前奉行支配調役下役）	 67下、68上
三宅市右衛門（西丸目付）	 20下、30上



【 む 】
向田庫太郎（中間）	 27下、28上
武藤金五郎（目付支配無役）	 46下
武藤重兵衛（中間）	 46下、47上下、48下
	 49上下、50上下、51上、74下
村垣淡路守（勘定奉行）	 72下
村上監物（目付）	 17上、25下、26上下、28下
	 29上下、30下、31下、34上
	 61上、63下、64下、65上、66上
村上主膳（西丸目付）	 45下
村上肥後守（町奉行）	 1上
村田清四郎（台所番）	 6下、22下、23上下

【 も 】
森川金右衛門（目付）	 37下、52下、53上下、67下
森川主馬（西丸納戸衆）	 74下

【 や 】
弥市（中間）	 32上	☞	成島弥市
柳　主膳正（勘定奉行）	 64上	☞	柳生主膳正
柳生主膳正（勘定奉行）	 23下、45上下、58上
	 63上、64上
柳井猪十郎（町年寄手代）	 23下
柳田玖右衛門（小人頭）	 35上、40下、68上
柳田玖右衛門（掃除之者頭）	 47下
柳田久右衛門（小人頭）	 17上
柳田久左衛門（小人頭）	 17上	☞	柳田久右衛門
矢野沢松之助（掃除之者）	 47上
山川下総守（目付）	 17上
山口久兵衛（西丸裏門番）	 14下
山崎次左衛門（中間長屋門番世話役）	 32上
山崎甚三郎（中間長屋門番助役）	 31上下、32上、33下
山崎甚次郎（掃除之者）	 47上
山崎寅之助（中間触番之者）	 5上
山崎孫三郎（中間）	 52下、53下
山城守（目付）	 63下	☞	髙井山城守
山田富蔵（中間定番之者）	 52下、53上下
山本吉右衛門（中間）	 1下、41上下、42上
山本作市（中間）	 53上
山本作次郎（中間）	 53上
山本寿平（中間）	 42上下、43上下
山本隼之介（西丸小十人）	 74下
山本新平（掃除之者頭）	 5下
山本長六（中間長屋門番世話役）	 68下
山本藤助（中間台方長屋門番）	 31上
山本半兵衛（中間定番之者）	 5上
山本良左衛門（中間）	 1下
山本良助（中間二丸台所脇長屋門番）	 5上
矢村繁八郎（中間目付）	 55下、56上

【 ゆ 】
祐伝（坊主）	 21上
靭負（目付）	 2上	☞	永井靭負

【 よ 】
与市（目付）	 13上	☞	黒川与市
与市 	 36上下	☞	長谷川与市
与左衛門（目付）	 37下、40上、67上、69下
	 ☞	須田与左衛門
吉沢嘉一郎（小人目付）	 40下
吉沢源十郎（中間定番之者）	 5上
吉田庫蔵（町年寄手代）	 23下
依田十郎兵衛（徒目付組頭）	 32下
米　嘉太夫（勘定吟味役）	 64上	☞	米田嘉太夫
米倉四郎左衛門（勘定組頭）	 64上
米田嘉太夫（勘定吟味役）	 64上

【 り 】
立益（坊主）	 49下、50上、54上
立円（坊主）	 14上
利兵衛（家主）	 42下、43上、44上
隆円（坊主）	 35上、37上、50下、67上
林阿弥（坊主）	 17上
林蔵（供組頭）	 52上

【 ろ 】
六左衛門（西丸目付）	 5下	☞	長田六左衛門

【 わ 】
和田源助（元方金奉行）	 63下
渡辺久蔵（目付）	 1上
渡辺彦次郎（使之者）	 36下
渡辺弥助（掃除之者）	 47上



巻弐

人 名 索 引

【 あ 】
相原良右衛門（中間組頭）	 57下、58下
相原良左衛門（中間組頭）	 61上
青木吉次郎（中間）	 35下
青木作次郎（普請方同心）	 17下
青山主水（持頭）	 63上下
秋月大学（小普請支配）	 16下、20上
秋本安兵衛（地割手代）	 1下
秋山八左衛門（町奉行与力）	 32下
秋山八郎次（駕籠之者）	 41下
浅井平七（小人草履取役）	 48上
浅岡平八郎（中間組頭）	 8上、9上
浅見伝兵衛（小人押）	 54下
網代五介（普請方同心）	 20上
安達次兵衛（小人目付）	 73下、74上
厚貫与右衛門（小人）	 17上
阿倍四郎五郎（西丸目付）	 37上下
阿倍四郎兵衛（目付）	 8下、11下、25下
阿部備中守（老中）	 13下
天羽平太（御簾中様広敷番伊賀者）	 19下
荒井源右衛門（普請方改役仮役）	 17下
荒井為三郎（中間）	 40下、65下
荒井平蔵（西丸小人目付）	 13下
荒井林之助（中間）	 40下
安藤熊太郎（中間）	 41上
安藤九郎左衛門 	 59下
安藤大助 	 19下
安藤弾正少弼（目付）	 26上、31上

【 い 】
井伊兵部少輔（若年寄）	 26上、71上
飯田金次郎（目付支配無役）	 64下
飯田佐源次（目付支配無役）	 41下
飯田佐伝次（目付支配無役）	 41下
伊内源太郎（小人目付）	 69上下
猪右衛門（西丸目付）	 25上	☞	小菅猪右衛門
伊織（目付）	 21上	☞	松平伊織
伊賀守（目付）	 47下、66上、69下	☞	新見伊賀守
壱岐守（西丸若年寄）	 38下、50上	☞	水野壱岐守
亥久（坊主）	 71下、72上
生田与四郎（中間）	 40下
池内長右衛門（中間長屋門番世話役）	 13上
池田一作（小人押）	 54下
池田佐太郎（小人）	 27下、28上下、29上
池田仙九郎（代官）	 21下、22上、25上下
池谷錠之助（長崎奉行手附書方出役）	 4上
池谷錠之助（中間評定所書方出役）	 69上
伊沢善之丞（中間）	 32上
石井謙蔵（小人）	 41上
石尾彦四郎（表台所頭）	 30下
石垣庄司（供頭）	 74上

石川（小人頭）	 27下、28上下	☞	石川戸四郎
石川戸四郎（小人頭）	 27下、28上下
石川利兵衛（西丸切手門番同心）	 4下
石河甲斐守（留守居年寄衆）	 20上下、72下
石谷周防守（目付）	 38上
石野三右衛門（目付）	 8下、9下、22上
石原四郎次（中間）	 41上
石原安次郎（中間）	 49上
石丸藤蔵 	 80上
和泉守（老中）	 46下	☞	松平和泉守
磯部孫八郎（中間）	 58上
一雲（坊主）	 15下
市右衛門（目付）	 27上	☞	神尾市左衛門
市江与惣次（中間長屋門番）	 13上
市川藤四郎（供組頭）	 38下
市川藤四郎（町内世話役）	 23下
市左衛門（目付）	 13下、16下、17下、27上
	 31上、34上下、42上	☞	神尾市左衛門
稲次郎（中間）	 31下	☞	山本稲次郎
井上杢左衛門（松前奉行支配調役下役元締格）	 9上
猪野権六（西丸中間）	 42上
伊兵衛（家主）	 29下
伊兵衛（徒目付）	 67上	☞	小川伊兵衛
今井唯四郎（目付支配無役）	 41下、64下
今井平八（町年寄手代）	 71下
今井由五郎（町年寄手代）	 44上
今井由次郎（町年寄手代）	 1下
岩瀬伊予守（町奉行）	 1上下
岩瀬左次兵衛（中間）	 23下
岩瀬佐次兵衛（中間）	 24下、75下
岩田吉左衛門（表台所頭）	 30下
岩淵与左衛門 	 75上
岩堀孫右衛門（中間）	 41上
岩堀孫次郎（中間組頭）	 32上、34下

【 う 】
植木栄左衛門（町奉行絵図方年寄同心）	 29上、71下
上野弥蔵（普請方地割棟梁）	 17下
上村猪十郎（水主組頭）	 39下
上村吉兵衛（徒目付）	 58上
植村駿河守（若年寄）	 1下、2下、3上
	 5下、11下、14下、24下、25下
	 31上、37上、38上、42下、47上
植村駿河守（老中）	 51下
宇右衛門（目付）	 24下	☞	佐野宇右衛門
右衛門督殿（田安家徳川斉匡）	 70上
右京大夫（老中）	 49上	☞	松平右京大夫
宇佐美勇右衛門（中間）	 41上、42下
宇佐美雄作（中間）	 42下
牛袋理太夫（松前奉行支配向）	 10上
右大将様（徳川家慶）	 33下
宇田川平七（留守居番衆）	 61上
内海巳之助 	 54下
内山吉十郎（中間）	 73下
内山三右衛門（台所頭）	 30上
内山重五郎（中間）	 23下、24下、75下
内山新右衛門（中間）	 73下



鵜吉善蔵（中間）	 31下、42下
鵜吉鉄五郎（中間）	 31下、42下
浦部源吾（目付支配無役）	 64上

【 え 】
栄次郎（小普請）	 13下	☞	高橋栄次郎
栄筑（坊主）	 21下
永筑（坊主）	 20下、27上、30上下
江本初五郎（中間）	 41上
江守覚太夫（中間）	 71上

【 お 】
近江守（西丸若年寄）	 1下、3上	☞	小笠原近江守
近江守（若年寄）	 4上下、16下、34下	☞	小笠原近江守
大炊頭（老中）	 13下	☞	土井大炊頭
大岡源右衛門（代官）	 21下、70下
大草主膳（目付）	 4下、13下、16下、17上下
	 19下、25下、26上、27上、30下
	 34上、38下、65下、68下
大串百太郎（小人賄役）	 57下
大久保加賀守（老中）	 25上、49下
大河内善十郎（目付）	 12下、31上、43下、44上、47上
大沢膳内（使之者）	 65下
大島十蔵（表台所頭支配無役）	 29下、30上下、31上
大島重蔵（小間遣）	 30上
太田佐兵衛（中間組頭）	 67上
太田善蔵（町年寄手代）	 44上
大塚亀次郎（小普請世話役）	 13下
大塚惣太郎（松前奉行支配調役下役）	 12上下
大塚定十郎（小人）	 41上
大橋元六（達掛り）	 72下
大橋重蔵（小人押）	 54下
大橋次郎八 	 54下
大浜岩之助（中間）	 68下
大林粂右衛門（中間頭）	 2上下、3上下
	 25上、31上、33上下
大林惣兵衛（小人）	 12上下
大林惣五郎（小人）	 13上
小笠原近江守（西丸若年寄）	 1下、3上
小笠原近江守（若年寄）	 4上下、12上、16下、34下
小笠原弾正（小普請支配）	 18上
岡島幸次郎（掃除之者）	 4上
岡	清九郎（鞘塗師）	 73下、74上
岡田左伝次（中間）	 40下
岡本角兵衛（町奉行絵図方年寄同心）	 29上
小川伊兵衛（徒目付）	 67上
小川佐左衛門（中間目付）	 65下
奥田八郎右衛門（普請奉行）	 6下
奥村源太郎（川船改役）	 26下
尾崎善右衛門（駕籠之者）	 41上
小沢次郎右衛門（目付支配無役）	 41下
小沢伝之丞（徒目付組頭）	 4上、13下、25上
小田切甚左衛門（裏門切手番同心）	 18上下
	 19上下、20上下
小田切土佐守（町奉行）	 44上、59下、71上
小田切土佐守（目付）	 48下、49上、51上

	 66上下、67下、69上下
斧生源内（小人長崎奉行手附書方出役）	 66上
小野伝左衛門（徒目付組頭）	 48上、52下、53上
	 66下、69上、74上
小野伝之助（徒目付）	 65下
小野弥兵衛（中間組頭）	 61上
小原辰次郎（町奉行与力）	 1下
小幡万兵衛（徒目付）	 36下
恩田半助（中間普請役）	 47上

【 か 】
加賀守（老中）	 25上	☞	大久保加賀守
柿沼（小人頭）	 34上	☞	柿沼吉次郎
柿沼金次郎（小人押）	 54下
柿沼吉次郎（小人頭）	 30上、34上、42上
笠原五太夫（小人頭）	 17上、26下
梶川清次郎（徒目付）	 9下、10上下
梶間吉太郎（中間）	 40下
上綱介（若年寄）	 67上	☞	京極上総介
加瀬彦市（小人）	 41上
勝十郎（松前奉行支配調役下役）	 11下	☞	三橋勝十郎
加藤栄之丞（中間組役之者）	 32下、67上
加藤吉之助（中間）	 31上
加藤源三郎（小人）	 41上
加藤源三郎（小人押）	 54下
加藤此八（小人目付）	 69上下
加藤十三郎（地面掛り賄役）	 34下
加藤惣七（中間組頭）	 56下、71下
金井伊太夫（小人頭）	 54下、57下、66上下
金井新作（小人目付）	 69上下
金指惣内（小人）	 66上
金指惣内（小人目付）	 68上
金指又市（小人）	 66上
金森甚四郎（目付）	 37下、46下、48上
	 66下、67下、69下
金子五郎吉（小人）	 41上
金子五郎吉（駕籠之者頭）	 45下、46上
金子左内（中間）	 24下
金子祷蔵 	 45下
金子惣四郎（小人）	 41上
金田惣三郎（中間）	 58上
兼松弥次助（小人長崎奉行手附出役）	 10下
神尾市左衛門（目付）	 13下、16下、17下、27上
	 30下、31上、33下、34上下、36上、42上下
神谷権平（目付支配無役）	 41下
神谷清次郎（中間）	 40下
神谷兵太夫（中間頭）	 1下、4上、5下、6上下
	 13上下、15下、16上下、17上、18上
川上武兵衛（地割手代）	 44上
川副勝三郎（腰物方）	 59下
河内守（若年寄）	 56下、57上、65下	☞	増山河内守
川野長之助（西丸野方使之者）	 2下
川野長兵衛（中間）	 49上
川野藤十郎（中間）	 49上
川村市兵衛（中間）	 41上
川村喜三郎（口之者組頭）	 1上
川村外記 	 80上



川村才助（中間）	 40下
川村清兵衛（表台所頭）	 30下
河原田忠次郎（中間）	 37上下
閑悦（坊主）	 68下
閑徳（坊主）	 17下
神原兵藏（町年寄手代）	 1下

【 き 】
紀伊守（若年寄）	 22上、35下	☞	内藤紀伊守
菊地官左衛門（小人組頭）	 57下
喜多野巳之助（小人押）	 54下
吉右衛門（町人）	 28下
吉次郎（小人頭）	 30上	☞	柿沼吉次郎
木村源之丞（小普請）	 17上
木村寿八（小人）	 41上
木村平次郎（黒鍬之者）	 57下
久右衛門（目付）	 44下	☞	服部久右衛門
京極上総介（若年寄）	 67上
京極周防守（若年寄）	 26上、27上下、28下
	 38上、42上、49上、51下、52上
京極備前守（若年寄）	 39下
吉良山三郎 	 59下
金右衛門（目付）	 4下	☞	森川金右衛門

【 く 】
国五郎（中間）	 12上	☞	三橋国五郎
公方様（徳川家斉）	 5上、51下
粂右衛門（中間頭）	 25上	☞	大林粂右衛門
倉本定四郎（西丸小人目付）	 13下
栗島熊之丞（小人）	 41上
九郎右衛門（目付）	 69上	☞	鈴木九郎右衛門
黒川健助（徒目付）	 66下
黒沢正助（金奉行）	 22下
黒田豊前守（詰衆）	 73下、74上
畔柳権九郎（中間）	 40下
黒柳慎助（小人）	 41上

【 け 】
玄蕃頭（若年寄）	 47下、48下	☞	田沼玄蕃頭
源六郎（目付）	 27上、34下	☞	諏訪源六郎
源八郎（中間大奥裏締戸番）	 35上下	☞	只見源八郎

【 こ 】
小池宇平次（黒鍬之者）	 66下
小池定八（小人頭）	 21上
小泉滝五郎（中間）	 40下
小右衛門（花屋）	 5上
柑本兵五郎（松前奉行支配吟味役）	 11下、12上
幸田音吉（西丸野方使之者）	 2下
小櫛七十郎（徒目付）	 58上
御三卿方（田安家当主徳川斉匡・一橋家当主徳川斉礼
　　　　　・清水家当主徳川斉明）	 53上、70上
御三家方（尾張藩主徳川斉朝・紀州藩主徳川斉順
　　　　　・水戸藩主徳川斉脩）	 53上

五左衛門（世話役）	 11上
小島仁三郎（掃除之者）	 36上
小島半助（表火之番）	 62上
小島由右衛門（中間頭）	 2上下、3上下、43下
小菅猪右衛門（西丸目付）	 25上
小造九蔵（目付支配無役）	 65上
小永井安之丞（小人頭）	 12下	☞	小永井安之助
小永井安之助（小人頭）	 12下
小永井助次郎（目付支配無役）	 41下
小永井惣兵衛（町内世話役）	 39上
小永井惣兵衛（中間）	 40下
小林（中間頭）	 10下、21下	☞	小林五兵衛
小林吉十郎（目付支配無役）	 4下
小林五兵衛（中間頭）	 4上、5下、6下、10下
	 13上下、17上、18上、21下、23下
小林新太郎（中間）	 34下、41上
小林新五郎（中間）	 41上
小林武大夫（中間）	 62上、63上
小林平吉（中間）	 34下
小林六右衛門（本多栄之丞家来）	 35上
小原辰次郎（町奉行与力）	 1下
小兵衛（西丸目付）	 46上下、62下	☞	細田小兵衛
五兵衛（中間頭）	 18上	☞	小林五兵衛
小宮山（中間頭）	 22上	☞	小宮山作右衛門
小宮山作右衛門（中間頭）	 5下、6下、13上下、22上
小森宇源次（徒目付）	 62上
御両卿方（田安家当主徳川右衛門督斉荘
　　　　　・一橋家当主徳川兵部卿斉礼）	 38下
五郎兵衛（目付）	 20下、30下、66上	☞	御手洗五郎兵衛
近藤（小人頭）	 33下、34上	☞	近藤鯉左衛門
近藤新吉（西丸徒目付）	 44下
近藤鯉右衛門（小人頭）	 29上、54下	☞	近藤鯉左衛門
近藤鯉左衛門（小人頭）	 15上、26上
	 29上下、33下、34上、54下

【 さ 】
最樹院様（一橋家徳川治済）	 67下
佐伊伝五郎（駕籠之者）	 41下
斎藤栄八郎（松前奉行支配出役）	 9上
斎藤忠右衛門（持頭同心）	 63上下
佐右衛門（徒目付）	 63下	☞	篠原佐右衛門
左衛門（目付）	 3下、38上	☞	遠山左衛門
酒井作左衛門（目付）	 30下	☞	酒井作右衛門
酒井作右衛門（目付）	 11下、30下
	 34上下、42上、48下、62上
酒井若狭守（老中）	 12下、51下
榊　主計頭（町奉行）	 31下、32下	☞	榊原主計頭
榊原主計頭（町奉行）	 31下、32下、33上
	 67上、68下、71上、72下
榊原隼之助（目付）	 31上
坂部兵助（徒目付）	 58下
左京（目付）	 4上、9下、10上下、11上
	 18上、21上、27上、30上	☞	羽太左京
作右衛門（目付）	 34下、42上
	 62上	☞	酒井作右衛門
桜井九右衛門（西丸目付）	 37上
桜井庄兵衛（西丸目付）	 1下、2下、3上



桜井甚五右衛門（中間長屋門番）	 13上
佐々孫左衛門（佐渡奉行）	 39上
佐藤九蔵（小人）	 41上
佐藤錠之助（中間）	 62上
佐藤善三郎（代官手附見習）	 21下、22上、25上下
佐藤善左衛門（代官手附中間持格）	 21下、22上、25上下
佐藤定蔵（町内世話役）	 39上下
佐藤定蔵（中間組頭）	 57下、58下、71下
佐藤定蔵（中間）	 40下
佐藤定蔵（供組頭）	 44下
佐藤平八 	 22上	☞	佐藤善左衛門
佐野宇右衛門（目付）	 24下
佐野亀太郎 	 75上
佐野豊前守（留守居年寄）	 19下
佐野弥太郎（中間）	 24下
佐野弥平次（中間）	 23下
佐野弥兵次（中間）	 75下
三郎左衛門（目付）	 27下	☞	富永三郎右衛門
三郎次（代官手附）	 21下	☞	高木三郎次
三右衛門（目付）	 8下
	 9下、22上	☞	石野三右衛門
三円（坊主）	 28上
三左衛門（西丸目付）	 38下	☞	柴田三左衛門
三左衛門（目付）	 45下	☞	柴田三左衛門

【 し 】
塩沢彦右衛門（中間）	 26下、27上、29上
鹿之助（西丸目付）	 38下	☞	新庄鹿之助
式部卿殿（清水家徳川斉明）	 38下、70上
七左衛門 	 68上
篠崎源太夫 	 4下
篠原左右衛門（徒目付）	 46下	☞	篠原佐右衛門
篠原佐右衛門（徒目付）	 46下、63下
柴田三左衛門（西丸目付）	 37上、38下
柴田三左衛門（目付）	 45下
柴田重右衛門（西丸中間）	 42上
柴田重次郎（中間）	 58上
柴沼五郎吉 	 75上
柴沼八助（中間）	 40下
次兵衛（目付）	 3下、25上	☞	仙石治兵衛
島田与市（小人目付）	 49下
島	半助（町奉行与力）	 71下、72下
清水（清水家当主徳川斉順）	 5上、14上
清水三郎右衛門（普請方改役）	 21上
清水新兵衛（目付支配無役）	 64上
下山伝吉（中間）	 40下
十郎左衛門（目付）	 67下
	 69下、71上	☞	深谷十郎左衛門
主膳（目付）	 4下、13下、26上
	 27上、38下、68下	☞	大草主膳
寿平（中間）	 27上	☞	山本寿平
春貞（坊主）	 68下
庄兵衛（西丸目付）	 1下	☞	桜井庄兵衛
庄八（植木屋）	 5上
白井藤五郎（組役人）	 21上
四郎兵衛（目付）	 8下、11下、25下	☞	阿倍四郎兵衛
新之助（植木屋）	 5上

甚四郎（目付）	 37下、46下
	 48上、69下	☞	金森甚四郎
新庄鹿之助（西丸目付）	 38下

【 す 】
末次佐吉（掃除之者頭）	 4上
周防守（若年寄）	 26上、27上下、28下
	 42上、49上、51下、52上	☞	京極周防守
周防守（目付）	 38上	☞	石谷周防守
菅沼給右衛門（普請方改役）	 17下
杉浦一郎（中間）	 15下
杉浦五郎左衛門（裏門切手番之頭）	 18上下
	 19上、20上下
杉浦庄左衛門（御簾中様広敷番之頭）	 19下
杉浦定之助（目付支配無役）	 64上
杉浦和助（中間）	 40下
杉山八之助（駕籠之者頭）	 46上
杉山八之助（小人頭）	 54下、66下、69下
助右衛門（目付）	 13上	☞	牧	助右衛門
鈴木（中間頭）	 24上	☞	鈴木千右衛門
鈴木宇右衛門（中間頭）	 45上下、46上下
	 47下、55上、56下、62下、63上下
	 67上、68下、70上下、71上、72下
鈴木加右衛門（目付支配無役）	 64上
鈴木嘉右衛門（目付支配無役）	 64下
鈴木九太夫（水主組頭）	 39下
鈴木金作（中間持鎗之者）	 29下、30上下、31上
鈴木九郎右衛門（目付）	 69上、70下、72下、73上下
鈴木相模守（普請奉行）	 17上下、18上、19下
鈴木新八（西丸駕籠之者）	 42上
鈴木甚左衛門（小人目付）	 69上下
鈴木助八（駕籠之者）	 41下
鈴木千右衛門（中間頭）	 10下、11下、18下
	 19下、20上下、23下、24上、26上下
	 29下、30下、31上下、32上下、33上下
	 34下、35上、37上下、39上、42下
鈴木定吉（小人）	 20下、21上
鈴木伝市郎（勘定吟味役）	 62下、63上
鈴木伝十郎（勘定吟味役）	 63上	☞	鈴木伝市郎
鈴木直三郎（目付支配無役）	 64下
鈴木八兵衛（金奉行）	 22下
鈴木八兵衛（小人草履取役）	 48上
鈴木半十郎（中間頭）	 2上下、3上下
	 26上、43下、44上下
鈴木福次郎（目付支配無役）	 64上下
鈴木良右衛門（小人押）	 54下
須田与左衛門（目付）	 1上、4上下、14下
	 15上、16下、17上下、19上
	 26上、36上下、37上、43上
駿河守（老中）	 51下	☞	植村駿河守
駿河守（若年寄）	 1下、2下、3上、5下、11下
	 14下、24下、25下、31上、37上
	 38上、42下、47上	☞	植村駿河守
諏訪源六郎（目付）	 5下、27上、34下、35下
諏訪新之丞（進物番）	 59下
諏訪紋九郎（召馬預）	 1上



【 せ 】
清庵（坊主）	 8下、9下、10上、11上
清哲（坊主）	 46下
政之助殿（徳川家定）	 49下
関口彦惣（中間）	 26上
関	五郎兵衛（掃除之者組頭）	 38上
摂津守（若年寄）	 4下、13上、25下、26下、31上
	 51下、63上、66下、73上下	☞	堀田摂津守
千右衛門（中間頭）	 10下
	 11下、33上	☞	鈴木千右衛門
仙石治兵衛（目付）	 3下、25上
善左衛門（代官手附中間持格）	 21下
	 25上下	☞	佐藤善左衛門
善三郎（中間）	 21下	☞	佐藤善三郎

【 そ 】
宗閑（坊主）	 18上、19上、20下、27上、29下、30上
宗二（坊主）	 19上、27上、32下
	 63上、66下、68上
宗仁（坊主）	 68上
曽根内匠（目付）	 57上、65下、66上、68上

【 た 】
高井利右衛門（小人）	 21上
高木三郎次（代官手附）	 21下
高木周蔵（目付支配無役）	 21下
高倉啓之助（小人押）	 54下、55下
高倉庄兵衛（西丸裏門番与力）	 4下
高倉助五郎（徒目付組頭）	 53上、68上
高田源十郎（小人）	 21上
高田弥五八（西丸野方使之者）	 2下
高津茂十郎（西丸小人目付）	 13下
高根沢伝作（目付支配無役）	 64下
高根沢伝八郎 	 64下
高橋伊左衛門（町内世話役）	 23下
高橋栄次郎（小普請）	 13下
高橋越前守（松前奉行）	 8上、9上
高橋五郎三郎（小人組頭）	 57下
高橋捨次郎（目付支配無役）	 13下
高橋藤左衛門（中間）	 41上
高橋友兵衛 	 54下
宝田富三郎（中間目付）	 33下
宝田富蔵（中間）	 33下
宝田富太郎（中間目付）	 33下
滝田宇右衛門（町奉行年寄同心）	 1下
田口武平（西丸中間）	 42上
内匠（目付）	 57上、66上、68上	☞	曽根内匠
竹内源右衛門（徒目付組頭）	 17下
竹内孫市（小人頭）	 21上
竹川善兵衛（西丸目付）	 51上
武島三左衛門（腰物方）	 74上
竹田喜左衛門（長崎奉行用人）	 4下
竹中太郎吉（組頭）	 44上
建部民部少輔 	 80上

建部六右衛門 	 60下、61上、80下
竹間吉之助（中間）	 49上
田代織部（御簾中様広敷番之頭）	 19下
忠見源八郎（中間大奥裏締戸番）	 34上下、35上下
忠見扶右衛門 	 35上下
館野忠四郎（勘定吟味役）	 68下
帯刀（目付）	 46上、57上、63下
	 68下、72上	☞	本目帯刀
田中常吉 	 75上
田中竜之助（右筆）	 9上、68上
田沼玄蕃頭（若年寄）	 47下、48下
田野村新平（中間）	 41上
田安（田安家当主徳川斉匡）	 5上
田安殿（田安家当主徳川斉匡）	 70上
樽屋三右衛門（地割役）	 1下、44上、71下
丹下（目付）	 43下、47上	☞	本多丹下
弾正少弼（目付）	 26上	☞	安藤弾正少弼

【 ち 】
近田半左衛門（中間組頭）	 36上
忠兵衛（目付）	 13上、21下、29下	☞	花村忠兵衛
忠兵衛（家主）	 28下
長右衛門（植木屋）	 5上
長右衛門（町人）	 28下

【 つ 】
津軽越中守（陸奥津軽藩主）	 69上下
辻善太郎（町奉行年寄同心）	 44上
筒　伊賀守（町奉行）	 73下	☞	筒井伊賀守
筒井伊賀守（町奉行）	 68下、71下、72下、73下
筒井和泉守（長崎奉行）	 4下
筒井和泉守（町奉行）	 26下、29上、32下
筒井権左衛門（水主頭）	 39下
坪山忠八（小人目付）	 69上
坪山彦蔵（小人）	 41上

【 て 】
定蔵（供組頭）	 44下	☞	佐藤定蔵
鉄之助（松前奉行支配調役下役）	 10上下
	 12上	☞	三橋鉄之助
出羽守（老中）	 8下、9上、67上	☞	水野出羽守
出羽守（若年寄）	 43下、47上	☞	水野出羽守
伝右衛門（目付）	 24下、38上	☞	初鹿野伝右衛門
伝左衛門（徒目付組頭）	 48上	☞	小野伝左衛門

【 と 】
土井大炊頭（老中）	 13下
土井幸蔵 	 59下
藤九郎（中間組頭）	 4下、38下	☞	遠宮藤九郎
道寿（坊主）	 32下
東条小丹二（町奉行与力）	 44上下
藤四郎（供組頭）	 38下	☞	市川藤四郎
遠江守（若年寄）	 51上、63下、68下	☞	本多遠江守
遠宮藤九郎（中間組頭）	 4下、20上



	 32上、38下、40下
遠山左衛門（目付）	 3下、38上
遠山左衛門尉（町奉行）	 27上
遠山七左衛門（西丸小納戸）	 66下
徳岡栄次郎（町奉行与力）	 44上下
土佐守（目付）	 49上、51上、66下	☞	小田切土佐守
戸塚豊後守（目付）	 71上下
鳥羽甚五郎（西丸小人）	 42上
富太郎（中間目付）	 33下	☞	宝田富太郎
富永三郎右衛門（目付）	 27下、28上下
友兵衛 	 38下
豊蔵（目付支配無役）	 64下
豊田源二左衛門（小人長崎書方出役）	 10下
鳥飼勝吉（地主）	 59下

【 な 】
内膳正（若年寄）	 38下	☞	森川内膳正
内藤紀伊守（若年寄）	 22上、35下、36上
内藤隼人正（目付）	 4下、14下
内藤隼人正（大坂町奉行）	 70下
内府様（徳川家慶）	 44下、50下、51下
永　備後守（町奉行）	 33下	☞	永田備後守
長井五郎右衛門 	 33上
永井松之助（中間）	 23下、24上下、75下
中川忠五郎（勘定組頭）	 25下、70上下
長坂新五郎（中間）	 40下
長沢大蔵（表高家衆）	 59下
中島（小人頭）	 34上	☞	中島市郎兵衛
中島市郎兵衛（小人頭）	 34上
中島儀蔵（小人目付）	 69上
中島長兵衛（駕籠之者）	 41上
長田三左衛門 	 59下
長田七右衛門 	 54下
永田備後守（町奉行）	 1下、27下、28上下、33下
長田山城守 	 80上
中務（目付）	 38上	☞	水野中務
中務少輔（側衆）	 74上	☞	松平中務少輔
中村丈右衛門（甲府勝手小普請）	 16下、17上下
	 18上下、19上、20上
中村惣三郎 	 75上
中村半兵衛（川船改役手附）	 26下、28下
長屋一郎（勘定）	 69下
中山（小人頭）	 28下	☞	中山金三郎
中山金三郎（小人頭）	 10下、12下、27下、28下
中山金三郎（黒鍬之者頭）	 57下
中山貞五郎（金奉行）	 22下
中山備前守（水戸藩附家老）	 49下
中山弥十郎（町奉行与力）	 1下
中山八五郎（町奉行年寄同心）	 1下
夏目左近将監（松前奉行）	 8上、9上、12上
並木彦次郎（中間）	 40下
並木弥太夫（目付支配無役）	 64下
成島惣次郎（中間）	 15下、41上
成瀬吉右衛門（西丸目付）	 17上
成瀬吉左衛門（西丸目付）	 17上	☞	成瀬吉右衛門

【 に 】
新見伊賀守（目付）	 47下、66上下、69下、73下
西井孫大夫（金奉行）	 22下
西	新太郎（金奉行）	 22下
西村円左衛門（目付支配無役）	 41下
西村鉄次郎（目付支配無役）	 64上
仁杉五郎八郎（町奉行与力）	 71下、72下
仁兵衛（供組頭）	 44下	☞	平山仁兵衛

【 ね 】
根岸肥前守（町奉行）	 44上
根来平左衛門（西丸裏門番之頭）	 4下

【 の 】
野一色外記（西丸目付）	 51上
能勢出雲守（町奉行）	 59上
野田勇次郎（西丸野方使之者）	 2下
能登守（老中）	 51下	☞	松平能登守
野村喜三郎（小普請）	 26上
野村太兵衛（目付支配無役）	 41下
野呂弥右衛門（切米手形改）	 47下

【 は 】
橋本恵次郎（中間書役）	 65下
橋本佐次郎（中間）	 26上
初鹿野（目付）	 46下	☞	初鹿野伝右衛門
初鹿野伝右衛門（目付）	 24下、38上、46下
長谷川主膳正（小納戸頭取）	 5下
羽太左京（目付）	 4上、5下、9下
	 10上下、11上、18上、21上、26下、27上
	 30上、37上、45下、51下、52上下、68上
八十郎（目付）	 22上	☞	土方八十郎
蜂屋新右衛門（町奉行与力）	 32下
八郎兵衛（組合）	 28下
服部伊織（勘定吟味役）	 63上
服部伊賀守（松前奉行）	 12下
服部久右衛門（目付）	 38上、44下
服部与市（黒鍬之者）	 22下
花村忠兵衛（目付）	 11下、12上
	 13上、15上下、21下、29下
馬場藤五郎（金奉行）	 22下
林	源右衛門（中間）	 58下
林	庄之助（小人目付）	 62下
林	惣右衛門（小普請支配世話役）	 18上
林	肥後守（若年寄）	 66上、67下
隼人正（目付）	 4下、14下	☞	内藤隼人正
半十郎（中間頭）	 26上	☞	鈴木半十郎

【 ひ 】
彦坂金七（使之者）	 66下
彦坂三太夫（目付）	 43下、44上
肥後守（若年寄）	 66上、67下	☞	林	肥後守



久永主税（寄合衆）	 59下
久松吉太郎（小人）	 29下、41上
土方八十郎（目付）	 19下、22上
備前守（若年寄）	 39下	☞	京極備前守
備中守（老中）	 13下	☞	阿部備中守
一橋一位殿（一橋家徳川治済）	 51上下、52下、53上
一橋儀同殿（一橋家徳川治済）	 51上、52下
日比野七之丞 	 59下
姫君様方（徳川家斉息女峰姫・浅姫・盛姫）	 51下、53下
兵部卿殿（一橋家徳川斉礼）	 70上
兵部少輔（若年寄）	 26上、71上	☞	井伊兵部少輔
平井勝右衛門（中間）	 62上
平井金次郎（中間）	 62上
平井賛三郎（中間）	 23下
平井讃三郎（中間）	 24下、75中
平島庄助（駕籠之者頭）	 46上
平島留吉（中間）	 45上
平島西右衛門 	 13下
平館喜惣次（町年寄手代）	 71下
平野勘一郎（小人目付）	 65下
平野定次郎（地割棟梁）	 20上
平山仁兵衛（町内世話役）	 23下
平山仁兵衛（供組頭）	 44下
平山仁兵衛（中間組頭）	 58上下
平山平次郎（小人目付）	 61上
平山茂右衛門（代官手附）	 70下、71上下、72上下

【 ふ 】
深谷市郎右衛門（賄役）	 34下
深谷宇平太（松前奉行支配調役）	 47上
深谷重四郎 	 75中
深谷十郎左衛門（目付）	 67下、69下、71上
深山宇平太（松前奉行支配調役）	 43下、44上下
福島伝兵衛（西丸切手門番之頭）	 4下
藤田久左衛門（駕籠之者）	 41上
藤波万平（小普請）	 26上
藤森金之助（小人）	 26下
藤山重五郎 	 75上
藤山清助 	 75上
布施昭三郎 	 59下
布施平左衛門（駕籠之者）	 41上
古川山城守（勘定奉行）	 21下
古沢（中間頭）	 22上、24上、25下
	 32下、34上、42上、58下
	 68下、75下	☞	古沢茂右衛門
古沢常吉（中間頭）	 17上
古沢茂右衛門（中間頭）	 15上、22上、23下、24上
	 25下、26上、31下、32下、33下、34上
	 37上下、39上、42上、45上、47下、48下
	 49上、54下、58下、68下、70下、75下
古沢六三郎（目付支配無役）	 64上
豊後守（目付）	 71上下	☞	戸塚豊後守

【 へ 】
平五郎（御台様広敷下男）	 31上
平四郎（目付支配無役世話役）	 11上下

	 12上	☞	真下平四郎

【 ほ 】
宝賀源七郎（西丸小納戸）	 66下
細田小兵衛（西丸目付）	 46上下、50上下、62下
細野小右衛門（中間）	 58上
堀田摂津守（若年寄）	 4下、12下、13上、17上
	 25下、26下、30下、31上
	 51下、63上、66下、73上下
洞	金太郎（目付支配無役）	 64上下
堀	小四郎（普請奉行）	 6下
堀内小膳（金奉行）	 22下
堀越又右衛門（西丸徒目付）	 49下、50上
本多淡路守（松前奉行）	 12下
本多栄之丞 	 35上
本多内蔵助（松平越前守家来）	 35上下
本多丹下（目付）	 43下、47上
本多遠江守（若年寄）	 51上、63下、68下、69上
本多半兵衛（西丸小納戸）	 66下
本多弥八郎（目付）	 18上、31上
	 35下、36上、45上下
本目帯刀（目付）	 46上、56下、57上
	 63下、68下、70下、72上

【 ま 】
舞木長三郎（普請方改役勤方）	 20上
真壁岩次郎（中間）	 40下
真壁忠左衛門（町内世話役）	 39上
真壁忠左衛門（中間）	 40下
牧	助右衛門（目付）	 13上、27下
牧田平左衛門（目付支配無役）	 64上
蒔田又三郎（徒目付）	 47上
牧野備後守（老中）	 39下
孫七（家守）	 68下
孫次郎（組頭）	 24上、26上、68下
正木金八郎（小人押）	 54下
正木伴蔵（徒目付）	 13下
真下平四郎（目付支配無役世話役）	 11上下
	 12上、25上下
増井三次郎（使之者）	 67下
増木七左衛門（留守居年寄与力）	 19下
増田壮兵衛（地割手代）	 71下
増山河内守（若年寄）	 56下、57上、65下、71上
又兵衛（中間頭）	 33下	☞	山崎又兵衛
松井柳左衛門（小人押）	 54下
松岡長五郎（地主）	 59下
松坂藤次郎（賄役）	 44上
松平伊織（目付）	 21上
松平和泉守（老中）	 46下
松平右京太夫（老中）	 49上
松平越前守（越前福井藩主）	 35上下
松平中務少輔（側衆）	 74上
松平能登守（老中）	 51下
松田祐右衛門 	 38下
松永磯次郎（中間）	 22下
松永小十郎 	 32上



松永清四郎（中間押）	 15下、16上下
松永清四郎（町内世話役）	 39上
松永清四郎（中間）	 40下
松永林平（小人目付）	 15下
間宮猪左衛門（目付）	 28下

【 み 】
三浦小左衛門（目付支配無役）	 64上
三浦七蔵（西丸中間目付）	 46上下、62下
三浦藤太夫（中間）	 58上
三浦伴次郎（徒目付組頭）	 49上下、53上、62上
三河屋源助（家主）	 29上
水谷茂十郎（松前奉行支配調役下役）	 9下
水野壱岐守（西丸若年寄）	 37上、38下、50上
水野出羽守（老中）	 8下、9上、22下、67上
水野出羽守（若年寄）	 8上、9上、43下、47上
水野中務（目付）	 12下、38上
御台様（徳川家斉正室寔子）	 65下
御手洗五郎兵衛（目付）	 20下、30下
	 63上、65下、66上
水戸殿（水戸藩主徳川斉脩）	 49下
三橋勝十郎（松前奉行支配調役下役）	 7下、8上下
	 9上下、10上下、11下、21下
三橋国五郎（中間）	 11下、12上
三橋軍次郎（中間）	 58上
三橋辰之助 	 7下
三橋鉄之助（松前奉行支配調役下役）	 7下、8上下
	 9上下、10上下、11下、12上
三橋平蔵（中間押世話役）	 56上
三橋弥左衛門 	 8上、9上
三橋祐之助（普請方地割棟梁）	 18上、20上
三宅市右衛門（目付）	 3上

【 む 】
向井勘七（小人組頭）	 54下
向井金市（目付支配無役）	 64上
村井太郎右衛門（掃除之者頭）	 35下、36上、38上
村垣淡路守（勘定奉行）	 45下、46上、68下
村上（目付）	 46下	☞	村上監物
村上監物（目付）	 14下、28下、35上、46下

【 め 】
目黒長次郎（中間）	 40下

【 も 】
茂右衛門（中間頭）	 33下	☞	古沢茂右衛門
持田登平（小人目付）	 69上
森	源次郎（目付支配無役）	 64上
森川金右衛門（目付）	 4下
森川内膳正（若年寄）	 38下
森澄才次郎 	 54下
森本善吉（目付支配無役）	 41下、64上下
諸井図書（茅場町山王旅所別当社家）	 39下

【 や 】
弥市左衛門 	 68上
弥五兵衛（中間）	 67上	☞	和田弥五兵衛
安井平十郎（切米手形改）	 47下
安川七平（中間組頭）	 61上
安富軍八（富士見宝蔵番衆）	 59下
保之丞殿（徳川家斉子息）	 4下、5上下
柳田（小人頭）	 27下、28下	☞	柳田玖右衛門
柳田勝太郎（目付支配無役世話役）	 68上
柳田玖右衛門（小人頭）	 27下、28上下、29上
弥八郎（目付）	 45上下	☞	本多弥八郎
山崎（中間頭）	 27上、30上
	 34上、58下	☞	山崎又兵衛
山崎清五郎（西丸野方使之者）	 2下
山崎只三郎（小人）	 27下、28上下、29上
山崎伝右衛門（小人押仮世話役）	 54下、55下
山崎又兵衛（駕籠之者頭）	 15上
山崎又兵衛（中間頭）	 27上、30上、33下、34上
	 36上、42上、45上、47下、48下、49上
	 55上、58下、62下、71上下、73下
山田三助（町奉行年寄同心）	 71下
山田繁太郎（中間押世話役）	 56上
山本猪三郎（小人目付）	 49下
山本猪三郎（中間目付）	 63上下
山本稲次郎（中間）	 31下、32上下、33上
山本伊之助（小人）	 26下
山本九太夫（西丸小人）	 28上
山本作左衛門（進物取次上番）	 48下
山本作次郎（中間）	 4上
山本寿平（中間）	 16下、17上下、18上下
	 19上下、20上下、27上、32上下
山本寿平（中間組頭）	 20下、33上
山本清四郎（目付支配無役）	 26下
山本太源次（目付支配無役）	 64下
山本泰次郎（中間）	 40下
山本鉄五郎（小人押世話役）	 55下

【 ゆ 】
祐守（坊主）	 30上、45下
指田 	 75中
指田新十郎（目付支配無役）	 65上、68上

【 よ 】
要之丞殿（徳川家斉子息）	 4下、5上
溶姫様（徳川家斉息女）	 72下、73上
与右衛門（目付）	 16下、26上	☞	須田与左衛門
横田市右衛門（広敷伊賀者）	 21上
与左衛門（目付）	 1上、4上下、14下
	 19上、26上、36上下	☞	須田与左衛門
吉次郎（小人頭）	 30上	☞	柿沼吉次郎
吉田紀太郎（西丸小人）	 42上
吉田金太郎（小人押）	 54下
米津小太夫（小普請支配）	 13下
万屋勘兵衛（料理茶屋）	 28下



【 り 】
鯉左衛門（小人頭）	 34上	☞	近藤鯉左衛門
両丸様（徳川家斉・徳川家慶）	 2上下、3上

【 ろ 】
六右衛門（名主）	 57上、58下、61下

【 わ 】
若君様（徳川家慶）	 50上下、66下、76上
若狭守（老中）	 12下、51下	☞	酒井若狭守
和田斧三郎（町内世話役）	 39上
和田斧三郎（西丸中間）	 42上
和田銀平（中間）	 67上
和田小十郎（中間）	 41上
和田半次郎（中間）	 58下
和田弥五兵衛（中間）	 67上
渡辺小右衛門（町奉行年寄同心）	 44上
渡部新七郎（西丸広敷長屋門番）	 37上
渡辺新七郎（西丸広敷長屋門番）	 37上下、38上下
渡辺甚十郎（普請方）	 20上
渡辺甚太夫（目付支配無役）	 29下、41下
渡辺輪助（小人押）	 54下



巻三

人 名 索 引

【 あ 】
青山下野守（老中）	 9下
青山四郎兵衛（御簾中様広敷伊賀者）	 39上下、40上
明楽飛彈守（勘定奉行）	 	 70下
浅井留吉（中間触番世話役之者）	 71上
芦沢平左衛門（吹上庭方）	 73上下、74下
荒井卯之吉（在方人留出役）	 5上
荒井吉五郎（浜御殿差添勤）	 73下
荒井林之助（小人目付）	 4下
有君（徳川家定正室任子）	 	 45下
安藤対馬守（若年寄）	 	 53下

【 い 】
飯田平左衛門（掃除之者）	 12下、13上
井伊兵部少輔（若年寄）	 58上、59上
伊賀守（目付）	 1下	☞	新見伊賀守
五十嵐清吉（西丸中間目付）	 	 21上
五十嵐清助（中間）	 3下、21上
池田修理（西丸小十人頭）	 1下、72下
池田助七郎（甲府勝手小普請）	 55上、56上
池田筑後守（大目付）	 58下
池永吉四郎（小人西丸使之者）	 52下
池永林次郎（浜御殿地内普請役）	 72下、73下、74上
池野谷半五郎（在方人留出役）	 5上
石川三太夫（徒目付）	 69上下、70上	☞	石川三大夫
石川三大夫（徒目付）	 69上下、70上
石川友一左衛門（中間頭）	 19下
石川六右衛門（目付）	 53下
石谷周防守（目付）	 18下
石原久七（中間）	 3下
石原健次郎（中間昼番之者）	 71上
伊豆守（老中）	 5上下、6上、7上	☞	松平伊豆守
和泉守（伊勢津藩主）	 39下	☞	藤堂和泉守	
板倉佐渡守（若年寄）	 59上
市川藤四郎（供組頭）	 22下
市左衛門（目付）	 44下、48下、49上
	 56下、57下、59下	☞	佐橋市左衛門
伊藤久八（西丸小人目付）	 40下
伊藤松次郎（小人西丸使之者）	 52下
伊藤弥助（甲府勝手小普請）	 56上下
伊奈友之助（代官）	 6上
稲生下野守（目付）	 	 17上
稲田平三郎（鉄炮方同心）	 17下
伊之吉（中間）	 13上	☞	三浦伊之吉
井野善太夫（小人）	 58上下、59上
井野時蔵（小人）	 58下
井野彦三郎（小人）	 58上、59上
井野彦七（小人）	 57下、58下、59上
伊庭蝶之助（火消）	 80下
伊庭又四郎（西丸口之者）	 51上
伊庭万五郎（表膳所小間遣）	 12下

今井勝右衛門（目付支配無役）	 16上、17上
	 50下、51上下、80下
今井田金三郎（留守居番同心）	 12上
今井田午左衛門（留守居番同心）	 12上
先祖今井長左衛門（不明）	 50下
曽祖父今井長左衛門（中間）	 50下
祖父今井長左衛門（西丸口之者）	 51上
養父今井長左衛門（西丸口之者組頭）	 51上
今井長左衛門 	 50下、51上	☞	今井勝右衛門
今井徳兵衛（小人）	 50下
今井兵左衛門（切米手形改）	 22下
岩崎（小人頭）	 52上	☞	岩崎伝兵衛
岩崎順勝（奥坊主）	 54上下
岩崎伝兵衛（小人頭）	 48下、49上、52上
岩下惣助 	 16上下
岩下孫四郎（中間仲ヶ間触番之者）	 52下
岩瀬加賀守（町奉行）	 51下
岩田杢右衛門（浜御殿番）	 73上下
岩堀本左衛門（中間西丸納戸口番）	 20上下
岩堀孫十郎（中間目付）	 48下、49上
岩堀孫次郎（中間組頭）	 39上下
岩本内膳正（小普請組支配）	 56上

【 う 】
宇右衛門（中間頭）	 24上、48下、54上下	☞	鈴木宇右衛門
上村吉兵衛（徒目付）	 39上
宇佐美勇右衛門（中間）	 2上
宇佐美勇作（中間）	 	2上
内田亀三郎（中間）	 19上
内田庄五郎（小人目付）	 48下、49上
内山七兵衛（鷹匠支配）	 16上
宇野金八（在方人留出役）	 5上
馬之助（中間目付）	 54上下、55上	☞	山崎馬之助

【 え 】
江守覚太夫（中間）	 3下、49下、50上、55上
江守勝次郎（中間）	 3下
遠藤八十郎（浜吟味役）	 58上

【 お 】
近江守（若年寄）	 1上下	☞	小笠原近江守
大岡源右衛門（中間頭）	 51上
大久保荒之助（目付）	 59上
大久保加賀守（相州小田原藩主）	 30下
大久保讃岐守（目付）	 47上下、49上
	 50上、54上、55下、56下、80上
大久保筑前守 	 71上
大久保彦太夫（裏門番之頭）	 10下
大沢主馬（西丸目付）	 25上
大沢主馬（目付）	 44下、49下
大沢惣左衛門 	 29上
大沢弥三郎（奥右筆）	 10下
太田摂津守（寺社奉行）	 16上
大貫次右衛門（代官）	 6上
大橋元六（浜吟味役）	 58上



大橋幸市（浜吟味役）	 58上
大橋弥惣次（地主）	 4下
大林（小人頭）	 52上	☞	大林弥一郎
大林弥一兵衛（黒鍬之者頭）	 18下
大林弥一郎（小人頭）	 47上、48上下、52上
大森大三郎（西丸徒目付）	 9上
小笠原近江守（若年寄）	 1上下
岡田長吉（中間）	 18上
岡田利三郎（目付支配無役用役）	 17上
岡村茂十郎（浜御殿地内東長屋住）	 73上下、74下
小川伊兵衛（徒目付）	 69上
小川熊左衛門 	 63上
長田八五郎（在方人留出役）	 5下
長田八五郎（小人）	 38上
長田八十五郎（小人頭）	 52下
長田六左衛門（使番雇）	 72上
小沢喜太郎（在方人留出役）	 5上
織田阿波守（小普請奉行）	 70下
小田切土佐守（目付）	 1下、2上
小田又七郎（徒目付）	 21上
落合能登守（西丸徒頭）	 72上
小野伝左衛門（徒目付組頭）	 58下、59下、63上、70下
小幡万兵衛（徒目付組頭）	 13下、21下、57下
	 58上、59下、68下、71下

【 か 】
加賀守（町奉行）	 51下	☞	岩瀬加賀守
覚太夫（中間）	 3下、50上	☞	江守覚太夫
笠原永一郎（目付支配無役世話役）	 51上
笠原五太夫（黒鍬之者頭）	 18下
笠原五太夫（小人頭）	 57下、58下、59上
粕屋三郎兵衛（西丸使之者）	 40下
勝次郎（目付）	 	 17下、18上
	 20上下、21上、23下、46下	☞	曲淵勝次郎
勝田弥十郎（書物奉行）	 17上
加藤啓十郎（在方人留出役）	 5下
加藤源内（中間）	 46下
加藤修理（目付）	 44下、45上、54上
加藤文左衛門（目付支配無役）	 49下
加藤又三郎（中間西丸野方使之者）	 52下
金森甚四郎（目付）	 13下、19上、26下、31上、32上
兼松八三郎（在方人留出役）	 5下
兼松弥助（小人頭）	 5下、17下、21上、23下、24上
神尾市左衛門（目付）	 19上、53上
神尾豊後守（小普請組支配）	 47下、48上
神尾安左衛門（目付）	 53上	☞	神尾市左衛門
神谷昇太夫（徒目付）	 44下
神谷兵太夫（中間頭）	 19上
萱野弥之助（在方人留出役）	 5下
萱野弥之助（橋場町出役）	 7上
河合次郎右衛門（吹上庭方支配）	 73上下、74下
川合彦八（裏門番同心）	 9下、10上下、11上下、12上下
川合又市（目付支配無役）	 9下、10下、11下
川口九八郎（在方人留出役）	 5上
河内守（若年寄）	 	 9下、10下
	 17下、45下、54上下、56下	☞	増山河内守
川村八兵衛（清水家勘定組頭）	 55上下、56上下

川目熊四郎（中間）	 20上下
川目平五郎（中間西丸野方使之者）	 20上下、21上
閑斎（坊主）	 16下
観世太夫（観世流家元）	 46上下
勧世太夫（観世流家元）	 46下	☞	観世太夫

【 き 】
紀伊守（若年寄）	 1下	☞	内藤紀伊守
喜多川豊吉（西丸台所頭）	 41上
木戸小三郎（勘定）	 14上
木村平兵衛（中間）	 23下
久兵衛（家主）	 23下
京極周防守（若年寄）	 2上下、39下、40上、49上、56上
京極備前守（若年寄）	 58上
金八（黒鍬之者）	 41下

【 く 】
久世丹後守（勘定奉行）	 6上、26下
宮内卿殿（清水重好）	 70上
九平太 	 17上
久保田円吉（在方人留出役）	 5上
栗島藤吾（在方人留出役）	 5上
九郎右衛門（目付）	 1上	☞	鈴木九郎右衛門
桑山六左衛門（奥右筆）	 40上

【 け 】
玄久（坊主）	 12下
源助 	 13上	☞	三浦源助
源蔵 	 17上
源之丞 	 50上下	☞	橋本源之丞
源八郎 	 1下
源六郎（目付）	 1下	☞	諏訪源六郎

【 こ 】
小池幸六（小人西丸使之者）	 52下
小池仁右衛門（中間）	 22上下
小磯清九郎（中間）	 49下
孝益（坊主）	 56下
孝恭院様（徳川家治子息徳川家基）	 51上
幸内 	 17上
午左衛門（留守居番同心）	 12上	☞	今井田午左衛門
小四郎（目付）	 54上、56下、69上	☞	堀	小四郎
小島東助（中間）	 3下、4下
小島仁三郎（掃除之者）	 1下
小菅猪右衛門（目付）	 17下
小菅九太夫（馬預）	 50下
五太夫（小人頭）	 58下、59上	☞	笠原五太夫
小永井惣太夫（中間添番）	 18下、19上
小永井徳太郎（中間）	 18下、19上
小長谷能登守（目付）	 58上
小林八兵衛（小人目付）	 71下
小兵衛（西丸目付）	 9上	☞	細田小兵衛
駒井靫負（目付）	 69下、70上
五郎作（目付）	 54下、55上



	 69下、70上下、71下	☞	山岡五郎作
近藤勝平（小人頭）	 52下
近藤鯉左衛門（黒鍬之者頭）	 18下、21上
近藤新吉（西丸徒目付）	 9上

【 さ 】
酒井作右衛門（目付）	 1下
榊原主計頭（町奉行）	 15下、17上、54上下、55下
坂部十郎右衛門（目付）	 52上、53上
坂部能登守（町奉行）	 58下、59上
坂間亀五郎（浜御殿地内東長屋住）	 73上
坂本清十郎（在方人留出役）	 5上
作右衛門（目付）	 1下	☞	酒井作右衛門
佐次郎（小人）	 50下	☞	橋本佐次郎
佐藤定蔵（供組頭）	 15下、22下、23上、69上下
佐渡守（若年寄）	 59上	☞	板倉佐渡守
讃岐守（目付）	 47上下、50上
	 54上、56下	☞	大久保讃岐守
佐野織部（西丸広敷番之頭）	 73上下
佐野肥前守（側衆）	 7下、8上下
佐橋市左衛門（目付）	 44下、45下、48下
	 49上、55下、56下、57下、59下、80上

【 し 】
式部卿殿（清水斉明）	 29下、33上
七右衛門（使組頭）	 70上
篠崎伝兵衛（西丸広敷添番）	 17上下、24上、25上
篠原佐右衛門（徒目付）	 44下
篠山十兵衛（代官）	 6上
島	半助（町奉行与力）	 17上
清水恒之丞（清水徳川家五代当主）	 	 55上下、56下
清水殿（清水恒之丞）	 55上下、56下	☞	清水恒之丞
志村伊右衛門 	 46下
下田幸太夫（勘定吟味役）	 70下
下野守（老中）	 9下	☞	青山下野守
下野守（目付）	 17上	☞	稲生下野守
重兵衛（中間）	 19下	☞	土戸重兵衛
十郎右衛門（目付）	 1下	☞	深谷十郎左衛門
十郎左衛門（目付）	 2上、22下
	 40上、46下	☞	深谷十郎左衛門
主膳（目付）	 48下、55上	☞	土岐主膳
主馬（西丸目付）	 25上	☞	大沢主馬
主馬（目付）	 44下	☞	大沢主馬
修理（目付）	 54上	☞	加藤修理
惇信院様（徳川家重）	 14下、77下
惇信君（徳川家重）	 79上
白井宗休（奥坊主組頭）	 54下
信蔵（年寄）	 6下
甚右衛門 	 17上
甚四郎（目付）	 13下	☞	金森甚四郎

【 す 】
末次佐吉（中間頭）	 2下、18上
周防守（老中）	 69上	☞	松平周防守
周防守（若年寄）	 2上、56上	☞	京極周防守

菅沼新三郎（目付）	 47下
菅沼安十郎（代官）	 6上
杉山（小人頭）	 52上、58下	☞	杉山八之助
杉山八之助（小人頭）	 5下、37下、48下、52上、58下
鈴木（中間頭）	 52上、69下	☞	鈴木宇右衛門
鈴木宇右衛門（中間頭）	 1下、2上下、3上下、5下、8上
	 9下、13上、15上下、19上、20下、21上、22上下
　　　23上下、24上、26上、39下、40上、48下、49上下
　　　50上下、52上、53上、54上下、56上、57下、68下
　　　69下、71下、72下、73上下、74上
鈴木栄助（大阪破損奉行）	 56下、57上下
鈴木九郎右衛門（目付）	 1上
鈴木半十郎（掃除之者組頭）	 12下
鈴木半十郎（中間頭）	 3下
諏訪数馬（西丸小性組頭）	 72上
諏訪源六郎（目付）	 1下
諏訪部紋九郎（召馬預）	 43下
諏訪部紋次郎 	 14下

【 せ 】
清七（家主）	 49下
清助（中間）	 21上	☞	五十嵐清助
清揚院様（徳川綱重）	 50下
関口四郎三郎（中間）	 3下
関口善蔵（中間）	 1下、2上下、3下、4上下
関口彦惣（中間）	 1下、2上下、3下、4上下
関口元右衛門（吹上庭方）	 80下
関	播磨守（中奥小性）	 49上、80上
摂津守（若年寄）	 10下、11上
	 56下、73上下、74下	☞	堀田摂津守
善丘（坊主）	 16下、17上、48下
千三郎殿（徳川家斉子息）	 	 69上下、70上下、71上下

【 そ 】
宗二（坊主）	 16上、24上
惣太夫（中間）	 19上	☞	小永井惣太夫
宗対馬守（対馬府中藩主）	 29下
宗甫（坊主）	 17上
曽根内匠（目付）	 24下、25上、37下、38下

【 た 】
台徳院様（徳川秀忠）	 14下、59下
大納言様（徳川家定）	 52上
高倉助右衛門（小人頭）	 52下
髙倉助五郎（徒目付組頭）	 58下、71上
高谷円次郎（使組頭）	 13下
高野武左衛門（目付支配無役用役）	 17上
高橋金一郎 	 72下
高橋金蔵（中間）	 72下、73上下、74上下
高橋作左衛門（書物奉行同心）	 17上
高橋十兵衛（西丸椀方六尺）	 41上
滝	三十郎（小人組頭）	 50下
内匠（目付）	 24下、37下	☞	曽根内匠
竹内孫市（黒鍬之者頭）	 18下
竹川善兵衛（西丸目付）	 20下



武田左京太夫（高家）	 8上
建部内匠頭（播州揖東郡林田藩主）	 30上
建部六右衛門（目付）	 59上
太左衛門（西丸椀方六尺）	 41下
立花出雲守（若年寄）	 3下、21上下
立花万寿丸（筑後柳川藩主立花鑑広）	 80上
田付四郎兵衛（鉄炮方組頭）	 17下、43下
館野忠四郎（勘定吟味役）	 55下
帯刀（目付）	 20上下	☞	本目帯刀
田中竜之助（奥右筆組頭格）	 69上
田辺久左衛門（目付支配無役）	 14上
田野村弥六（在方人留出役）	 5下、7上
田野村弥六（中間）	 	 38上
田野村弥六（中間目付格）	 	 68上下

【 ち 】
千種素三郎（西丸徒目付）	 40下
長左衛門（不明）	 50下	☞	先祖今井長左衛門
長左衛門（中間）	 50下	☞	曽祖父今井長左衛門
長左衛門（西丸口之者）	 51上	☞	祖父今井長左衛門
長左衛門（西丸付口之者組頭）	 51上	☞	養父今井長左衛門
長左衛門事（目付支配無役）	 50下	☞	今井勝右衛門

【 つ 】
対馬守（若年寄）	 53下	☞	安藤対馬守
土戸五郎右衛門（中間）	 20上下
土戸五郎吉（中間）	 20上下
土戸重兵衛（中間籏指之者）	 19下、20上下、21上
筒井伊賀守（町奉行）	 15下、17上
	 19下、20上、21上、51下、55下

【 て 】
定蔵（供組頭）	 15下、22下、23上、69上下	☞	佐藤定蔵
伝右衛門（名主）	 6下、7上
伝兵衛（西丸広敷添番）	 24上、25上	☞	篠崎伝兵衛
伝兵衛（家主）	 1上

【 と 】
藤四郎（供組頭）	 22下	☞	市川藤四郎
藤堂和泉守（伊勢津藩主）	 27下、30上、39下
遠江守（若年寄）	 1下	☞	本多遠江守
土岐主膳（目付）	 48下、55上下
徳太郎（中間）	 18下、19上	☞	小永井徳太郎
徳兵衛（小人）	 50下	☞	今井徳兵衛
戸塚豊後守（目付）	 17上、24上、26上
富永三郎右衛門（目付）	 2下
鳥飼金兵衛（中間）	 49下

【 な 】
内膳正（西丸若年寄）	 40下	☞	森川内膳正
内藤紀伊守（若年寄）	 1下
内藤隼人正（目付）	 2下
内府様（徳川家慶）	 	 1上、6下

	 8下、23上、40下、41下、72上
中川忠五郎（勘定吟味役御殿詰組頭）	 11上下
中務（目付）	 50上	☞	牧野中務
中根平十郎（西丸目付）	 40下、72下
永井十郎左衛門（西丸書院番組頭）	 72上
永井肥前守（西丸若年寄）	 8上、9上下
長坂新五郎（中間西丸納戸口前門番）	 7下、8上下
永島大五郎（小普請）	 47下
永島八十吉（西丸切手番同心）	 47下
永田与左衛門（火付盗賊改）	 50上
長門守（目付）	 58下	☞	新見長門守
並木佐太郎（中間）	 16上下
奈良屋市右衛門（町年寄）	 46上下

【 に 】
新見伊賀守（目付）	 1下、9下、10下、12下、15上
新見長門守（目付）	 58下
日明 	 15下
仁平次（家主）	 16上
仁兵衛（供組頭）	 22下、23上、69上	☞	平山仁兵衛

【 の 】
能登守（若年寄）	 52下	☞	松平能登守
野宮市郎右衛門（徒目付）	 17下
野呂弥右衛門（切米手形改）	 22下

【 は 】
初鹿野伝右衛門（目付）	 18下
橋本恵次郎（中間）	 15上下、50下
橋本源之丞 	 15上下、50上下
橋本佐四郎（中間目付）	 50下	☞	橋本佐次郎
橋本佐次郎（中間目付）	 50下
橋本佐次郎（中間）	 15上下
橋本佐次郎（小人）	 50下
羽太左京（目付）	 13上
八十郎（下男）	 18上
八之助（小人頭）	 48下	☞	杉山八之助
蜂屋新五郎（町奉行所与力）	 17上
八郎左衛門 	 4下
初之丞殿（徳川家慶子息）	 72下
馬場大助（西丸目付）	 52下
林	右近（書物奉行）	 17上
林	肥後守（若年寄）	 17上、20上下、21上
	 44下、54下、55上、70下、72上
速水左太夫（徒目付）	 17下

【 ひ 】
東浦伊八 	 59上
東浦儀左衛門（中間）	 59上下
東浦又市（中間）	 59上
彦坂近江守（小普請組支配）	 56上
彦坂平太夫（在方人留出役）	 7上
肥後守（若年寄）	 17上、20上下、21上
	 44下、54下、55上、70下、72上	☞	林	肥後守



肥前守（西丸若年寄）	 9上下	☞	永井肥前守
備前守（若年寄）	 58上	☞	京極備前守
兵部少輔（若年寄）	 58上、59上	☞	井伊兵部少輔
平島西右衛門（小人頭）	 53下
平田儀兵衛（西丸山里伊賀之者）	 73上下
平山仁兵衛（供組頭）	 22下、23上、69上
広瀬亀三郎 	 24下

【 ふ 】
深津主水（目付）	 58下
深谷市右衛門 	 46下
深谷十郎右衛門（目付）	 2上	☞	深谷十郎左衛門
深谷十郎左衛門（目付）	 1下、2上、9下、10下
	 12上下、22下、23上、24上、40上、46下
舟川多四郎（在方人留出役）	 5下
古川山城守（勘定奉行）	 14上
古坂弁蔵（西丸切手番組頭）	 47下
古沢（中間頭）	 52上、69下	☞	古沢茂右衛門
古沢茂右衛門（中間頭）	 1上、5下、8上下、9下、16下
	 22上下、23上、37下、47上、48下、49上
	 	51下、52上、53上、56上下、57下、68下
	 69下、72上、80上　　　　　　　　　　
豊後守（目付）	 17上、26上	☞	戸塚豊後守
文昭院様（徳川家宣）	 51上、79上

【 へ 】
弁佐（坊主）	 71下

【 ほ 】
細井豊前守（西丸目付）	 52下
細田小兵衛（西丸目付）	 7下、8上下、9上下
堀田式部（西丸目付）	 69上、72下
堀田摂津守（若年寄）	 10下、11上
	 12上、56下、73上下、74下
堀	小四郎（西丸目付）	 40下
堀	小四郎（目付）	 54上、56下、69上
本郷丹後守（西丸小性組番頭格）	 43上
本多遠江守（若年寄）	 1下
本多弥八郎（目付）	 1下
本目帯刀（目付）	 13上、20上下、21上

【 ま 】
前田彦十郎（小人目付）	 70上
前田又三郎（西丸徒目付組頭）	 13下
曲淵甲斐守（留守居年寄）	 9下、10上、12下	☞	曲渕日向守
曲淵勝次郎（目付）	 17下、18上、20上下
	 21上、23下、46下、49下
曲淵日向守（留守居年寄）	 9下、10上、11上、12下
牧野中務（目付）	 8上下、45下、50上、54上下、55下
正木大膳（目付）	 59上
増山河内守（若年寄）	 9下、10下、16下
	 17下、45下、54上下、56下
又七郎（徒目付）	 21上	☞	小田又七郎
又八郎（浜御殿吟味役）	 74上	☞	吉村又八郎

又兵衛（中間頭）	 48下	☞	山崎又兵衛
町野十太郎（徒目付）	 50上
松浦大膳（西丸目付）	 21上
松崎嘉藤太（中間頭）	 21上
松崎新右衛門（中間頭）	 51上
松次郎（加州家鳶）	 4上下
松平伊豆守（老中）	 5上下、6上、7上、29上下
松平甲斐守（大和郡山藩主）	 27下、30上
松平加賀守（加賀金沢藩主）	 30下
松平周防守（老中）	 69上
松平内匠頭（留守居年寄）	 70下、73上下
松平能登守（若年寄）	 52下
松永善之丞（中間西丸野方使之者）	 52下
松前志摩守（蝦夷松前藩主）	 80上
松森篤之進（目付支配無役）	 47下
万次郎殿（徳川家重子息）	 69下、70上
万兵衛（徒目付組頭）	 71下	☞	小幡万兵衛

【 み 】
三浦伊之吉（中間）	 12下、13上
三浦源助 	 13上
三浦五左衛門（中間頭）	 59上
三河口太忠（代官）	 6上
水上岩之助（鷹匠衆）	 22上
水上楠右衛門（鷹匠組頭）	 22上
水野壱岐守（西丸若年寄）	 41下
水野和泉守（老中）	 40上
水野越前守（西丸老中）	 73上下
水野舎人（西丸目付）	 72上
御手洗五郎兵衛（目付）	 1上下、2上
美濃部八蔵（徒組頭）	 6下
三橋銀三郎（使組頭）	 17下

【 む 】
村井（掃除之者頭）	 1下	☞	村井太郎右衛門
村井太郎右衛門（掃除之者頭）	 1下
村垣淡路守（勘定奉行）	 55下
村上大学（目付）	 58上下
村儀庄五郎（西丸切手門番同心）	 12上
村儀庄三郎（目付支配無役）	 10下、11上、12上
村松四兵衛（召馬預）	 18上、51上
村松太兵衛（馬預）	 51上
室賀山城守（留守居年寄）	 9下

【 も 】
茂右衛門（中間頭）	 9下、47上、48下	☞	古沢茂右衛門
持田登平（小人目付）	 23下
森川内膳正（西丸若年寄）	 40下
森山源五郎（目付）	 53下
諸岡紋次郎（目付支配無役用役）	 16上
主水（目付）	 58下	☞	深津主水

【 や 】
弥市左衛門 	 69下



弥一郎（小人頭）	 47上	☞	大林弥一郎
弥助（小人頭）	 24上	☞	兼松弥助
安五郎（黒鍬之者）	 18下
安五郎 	 49下
安太郎（黒鍬之者）	 18下
柳田勝太郎（目付支配無役世話役）	 17上、51下
弥八郎（目付）	 1下	☞	本多弥八郎
矢部彦五郎（目付）	 5下、58上
山岡五郎作（西丸目付）	 13下
山岡五郎作（目付）	 54下、55上、68上
	 69上下、70上下、71下
山県三郎四郎（徒）	 6下
山崎（中間頭）	 52上、69下、70上	☞	山崎又兵衛
山崎馬之助（中間目付）	 54上下、55上
山崎吉五郎（目付支配無役世話役）	 14上、51上
山崎又兵衛（中間頭）	 5下、8下、19上、20下
	 21上、22下、23上、48下、49上
	 52上、53上、56上、57上下　　
	 68上下、69下、70上　　　　　
山田八十郎（中間）	 1上、5上
山本長六（長屋門番世話役）	 62下
山本紋次（中間定番之者）	 71上
矢村藤太郎（中間）	 52下
弥六（中間目付格）	 68上下	☞	田野村弥六

【 ゆ 】
有章院様（徳川家宣）	 14下、77下
有章君（徳川家宣）	 79上
勇助（小遣之者）	 18下
祐琢（坊主）	 16上

【 よ 】
与吉（黒鍬之者）	 18上
吉川克蔵 	 17上下
吉田市三郎（中間）	 19下
吉田作兵衛（中間頭）	 53下
吉村又八郎（浜御殿吟味役）	 73下、74上
与助（西丸椀方六尺）	 41上
依田和泉守（町奉行）	 17上
米倉藤兵衛（勘定吟味役御殿詰組頭）	 11上下
与八（西丸椀方六尺）	 41上

【 り 】
立佐（坊主）	 58下

【 ろ 】
六左衛門（目付）	 59上	☞	建部六右衛門

【 わ 】
和田斧三郎（中間西丸納戸口前門番）	 7下、8上下
和田安太郎（中間定番之者）	 71上



巻四

人 名 索 引

【 あ 】
秋元源之助（中間留守居同心）	 27下
秋元忠右衛門（徒頭）	 21下、22上
秋山久蔵（町奉行与力）	 17下
秋山七左衛門（西丸小人）	 3上
明楽飛驒守（勘定奉行）	 32上、42下、48下
浅井留吉（中間留守居同心）	 27上
朝倉金之助（中間）	 29上、30上
朝倉松五郎（中間）	 29上
浅沼三郎兵衛（徒目付）	 53上
浅野十兵衛（町奉行与力）	 57上
浅見金三郎（中間）	 28下、29下
浅見又十郎（中間）	 28下
阿部潤平（町年寄手代）	 17下、49上
安倍四郎兵衛（目付）	 3下、21上
天野又左衛門 	 54下、55上
荒井精兵衛（小普請方改役）	 33上、34上、39下
荒井忠次郎（小人頭）	 18下
有君様（徳川家定正室任子）	 46下、47上
安藤孝三郎（町奉行与力）	 49上
安藤対馬守（若年寄）	 19上

【 い 】
井伊掃部頭（大老）	 40上
飯塚富次郎（中間留守居同心）	 27上
伊右衛門（大御番衆）	 3上	☞	御手洗伊右衛門
伊賀守（目付）	 19上	☞	新見伊賀守
井狩紀兵衛（徒目付）	 60上、72上
伊倉為八（中間頭）	 24上、26上下、29上、31下
	 37下、40下、42下、46上、47下、48上
池田修理（目付）	 19上、56下、62下、68下、69下
池田為助（徒目付）	 37下、62上、69上
池野谷勇八（西丸小人目付）	 5上下、6下
生駒藤蔵（徒目付）	 30下、34上、39上、59上
	 64下、68下
石井熊五郎（大筒下役組頭）	 11上下、12上
石井長左衛門（無役）	 11上下
石井利右衛門 	 11上
石河数馬（目付）	 29下
和泉守（老中）	 38上	☞	松平和泉守
出雲守（西丸書院番）	 3上	☞	柴田出雲守
伊勢守（目付）	 32上、37下、38上、52下、59上
	 64下	☞	柳生伊勢守
磯部武兵衛（中間）	 68上下
磯部孫八郎（中間目付）	 68上
磯部孫八郎（目付支配無役）	 68下
市右衛門（中間）	 29上	☞	深谷市右衛門
一雲（坊主）	 54下
市岡鉄之助（西丸書院番衆）	 2下、3上
市左衛門（目付）	 8下、18上	☞	佐橋市左衛門
市蔵（中間）	 29上	☞	羽田市蔵

一郎左衛門（西丸目付）	 54下	☞	服部一郎右衛門
一色主水（目付）	 54下、59上、66下、68下
一色主水（西丸目付）	 44上、47上
伊藤久八（中間）	 28上
伊藤鍬太郎（中間）	 28上、29下
伊藤松次郎（小人目付）	 3下
伊藤万之助（使之者）	 9下
伊藤弥助（小普請）	 16下
伊内源太郎（小人目付）	 	19上
稲垣藤一郎（徒目付）	 73上
稲田鐘三郎（中間）	 68上
稲葉丹後守（山城淀藩主）	 64上
稲村宗三（西丸奥坊主）	 3下
井上筑後守（下総高岡藩主）	 63下
今井清次郎（中間裏門切手番同心）	 27上
今井長五郎（中間）	 41上下、42上
今井八郎右衛門（中間）	 41上、42上
岩崎伝兵衛（小人頭）	 1上下、2上下、19上
岩佐郷蔵（賄頭）	 66上
岩瀬伊予守（町奉行）	 3下
岩瀬伊与守（町奉行）	 3下	☞	岩瀬伊予守
岩瀬内記（目付）	 68上
岩瀬松太郎（中間小普請方改役下役出役）	 33上下、39上
石見守（若年寄）	 8上	☞	酒井石見守

【 う 】
宇右衛門（中間頭）	 16上、17上	☞	鈴木宇右衛門
上様（徳川家慶）	 38上
上村市五郎（目付支配無役）	 27上
上村九左衛門（徒目付）	 43上
宇佐美勇吉（目付支配無役）	 27下
臼井吉太郎（中間）	 28上、29下
右大将様（徳川家定）	 50上下、59上下、60下、61上下
	 62下、63上、65下、66上下、70下、71下
	 72下、73上下、74下、75上下、81上、82右
内田金十郎（持組同心）	 11上
内山栄助（中間）	 41上、42上
采女（目付）	 50下、51上、59上	☞	水野采女
梅沢甚蔵（黒鍬之者）	 14上
梅沢又市（黒鍬之者）	 14上
鵜吉善蔵（中間）	 16下
雲弥（坊主）	 21下

【 え 】
越前守（老中）	 38上、75下	☞	水野越前守
江守覚太夫（中間）	 16下、23上、48上

【 お 】
大岡主膳正（若年寄）	 33上、34上、38下、39下、44上
大草安房守（町奉行）	 40上、48下、49上
大草能登守（町奉行）	 33上下、39上
大久保熊次郎（西丸徒目付）	 12下、13下、61下、69上
大久保讃岐守（目付）	 10上、11上
大御所様（徳川家斉）	 37上、38上下、43下、44上
	 59上下、60上下、64下



大沢主馬（目付）	 9上下、30下、40上、41上、42下
	 44下、45下、46下、50上下、53下
	 54上、58上下、62下
太田鍵十郎 	 61下
大竹左馬太郎（紅葉山火之番）	 3上
太田摂津守（老中）	 50下	☞	太田備後守
太田備後守（老中）	 38上下、50下
大浜奥右衛門（西丸中間目付）	 55上
大林粂右衛門（中間頭）	 7下
大前近江守（西丸小納戸頭取）	 37下
大御台様（徳川家斉正室寔子）	 43下、44上、59上
大村大助（町奉行年寄同心）	 49上
小笠原相模守（若年寄）	 17下、24上、33下、34上
	 38下、39上下、40下、47上、48上、50下
岡島幸次郎（掃除之者）	 8上
岡田吉右衛門（中間）	 67上
岡田此次郎（中間西丸切手門番同心）	 26下
岡田四郎作（中間）	 67下
岡田次郎兵衛（中間）	 66上、67下
岡田利八郎（用役）	 18上
岡野孫一郎（西丸目付）	 3下
岡本金三郎（中間）	 51下
岡本与十郎（中間目付）	 14下、15上、51下
岡本代々作（中間目付）	 51下
小川伊兵衛（徒目付）	 30下、62上
長田小太郎（小人目付）	 43下
小田切庄三郎（西丸切手門番之頭）	 69上
落合五太夫（中間頭）	 47下、48上
小野伝左衛門（徒目付組頭）	 25上、45下、46下、49下
小野彦太郎（中間西丸台所小間遣）	 26下
小野弥兵衛（中間頭）	 24上下、26上、27上、29上
	 31下、40下、42下、44下、46上、47下
	 48上、50下、52上下、53上、55上下
小幡兼三郎（口之者）	 27上
小幡万兵衛（徒目付組頭）	 19下、45下、54上、55下

【 か 】
覚性院殿（徳川家慶子息春之丞）	 10下
風間新十郎（中間）	 57上、58上
梶田磯五郎（鳥見）	 44上下、45上
梶田金兵衛（明信院様付）	 45上
鹿島恵一郎（目付支配無役）	 27上
柏原滝三郎（中間）	 21下、22上
柏原藤九郎 	 52上
柏原藤三郎（中間組頭）	 52上下、53上
主計頭（目付）	 59上	☞	榊原主計頭
加藤栄之丞（中間留守居同心）	 27下
加藤九左衛門（中間）	 41上、42上
加藤源内（中間）	 28下
加藤此八（小人目付）	 68上
加藤此八（目付支配無役）	 68下
加藤修理（目付）	 3上
加藤長之助（中間）	 41上下、42上
金枝新兵衛（中間）	 28上
金枝仙四郎（中間）	 28上、29下
金田靱負（切米手形改）	 18下
鎌方求太郎（中間）	 41上、42上

神尾市左衛門（目付）	 21上下
神尾斧三郎（中間）	 29上、30上
神尾次右衛門（中間）	 29上
神谷紀平次（中間）	 28下
神谷熊三郎（中間）	 28下、29下
神谷三左衛門（裏門切手番之頭）	 37下
神谷重蔵（中間裏門切手番同心）	 27上
神谷昇太夫（徒目付）	 40下
神谷藤助（中間）	 31上
神谷兵太夫（中間頭）	 22下
掃部頭（大老）	 40上	☞	井伊掃部頭
川崎弥市左衛門 	 13下
川路三左衛門（勘定吟味役）	 42下
河内恵三郎（中間留守居同心）	 27上
河内守（若年寄）	 38上下	☞	増山河内守
河内守（若年寄）	 60上	☞	増山弾正少弼
川野善太夫（中間）	 22下、27下
川野長兵衛（中間）	 22下
川俣喜三郎（徒目付）	 65上
川村嘉吉（小人頭）	 18下
川村熊吉 	 57下
川村安之進（中間）	 57上
川目寿作（二丸長屋門番）	 46上
閑嵪（坊主）	 18上
官左衛門（小人組頭）	 1上、4上	☞	菊地官左衛門
勘三郎（目付）	 19下	☞	中川勘三郎
神田作之丞（小人目付）	 68上
神田忠作（中間）	 33上、34上、39下、41上、42上
神田与作（口之者）	 67上

【 き 】
菊地官左衛門（小人組頭）	 1上下、4上
菊地紋右衛門（小人）	 1上下、2上下、4上
吉十郎（目付）	 8上下	☞	河野吉十郎
喜内（目付）	 19上	☞	神保喜内
紀平次（中間）	 28下	☞	神谷紀平次
木村儀兵衛（中間頭）	 58下
木村文次郎（中間）	 51上
木村紋次郎（目付支配無役）	 21上
玖右衛門（小人頭）	 3下	☞	柳田玖右衛門
九左衛門（西丸使組頭世話役）	 76上
久蔵（地守）	 57上下
久巴（坊主）	 3下
久八（中間）	 28上	☞	伊藤久八
求馬（目付）	 62上	☞	松平求馬
刑部卿（徳川慶昌）	 45下
銀之丞殿（徳川家慶子息）	 10上下

【 く 】
玖右衛門（小人頭）	 3下	☞	柳田玖右衛門
鯨井克之助（徒歩衆）	 21下、22上
公方様（徳川家斉）	 6下、7上、12下、13上下
	 34上下、35上、36下、37上
	 46下、47上、77下、78上
公方様（徳川家慶）	 59上下、60上下、61上下
	 62下、63上、75上



久保田平左衛門（裏門同心）	 14上
熊沢新八郎（中間）	 51上
栗原小太郎（中間）	 31上
畔柳丈之進（中間頭）	 57上下、58上、66上、67上下
	 68上、69下、70上、72下
畔柳助四郎（小人頭）	 18下
桑原善兵衛（目付）	 20上

【 け 】
恵春（坊主）	 54下
玄蕃頭（若年寄）	 59上	☞	松平玄蕃頭
厳有院様（徳川家綱）	 61上

【 こ 】
小池吉五郎（黒鍬之者）	 20下、21上下
小磯清九郎（中間）	 41上、42上
小出丹宮（目付）	 65下、66上
孝益（坊主）	 2下、17上、50下
幸七 	 19下
広大院様（徳川家斉正室寔子）	 65上下
河野吉十郎（目付）	 8上下
河野権右衛門（西丸目付）	 71下、72上
小金井長三郎（中間）	 41上、42上
小四郎（目付）	 17下、30上	☞	堀	小四郎
後藤周防守（小納戸頭格）	 45下
後藤与兵衛（鳥見組頭）	 44下、45上
小長谷能登守（目付）	 14下
小林貫助（槍同心）	 3上
小林金三郎（中間）	 49下
小林金次郎（目付支配無役）	 26下
小林五兵衛（中間頭）	 16下
小林忠次郎（中間留守居同心）	 27上
小林八兵衛（小人目付）	 15下
小林八郎次（中間）	 44上下、45上
小林彦次郎（中間）	 8上
小林平吉（中間）	 28下
小林平太郎（中間）	 28下、29下
駒井但馬守（西丸目付）	 3下
小松崎助次郎（小人目付）	 18下
小宮山登一郎（中間押）	 14下、15上
五郎作（目付）	 20上、31上	☞	山岡五郎作
五郎八（目付支配無役）	 18下	☞	松岡五郎八
近藤美三郎（小普請支配）	 19下
近藤亀太郎（中間）	 41上、42上
近藤勝平 	 18上
近藤新吉（徒目付）	 10上
近藤新十郎（西丸徒目付組頭）	 70下
近藤鯉左衛門（小人頭）	 3下
近藤鯉左衛門（黒鍬之者頭）	 21上

【 さ 】
彩恍院殿（徳川家慶子息銀之丞）	 10下
最樹院様（一橋治済）	 38下
三枝左兵衛（目付）	 40下
三枝左兵衛（西丸目付）	 32下、34下、35上

酒井石見守（若年寄）	 8上
酒井作右衛門（目付）	 21上
酒井弥平（筒井伊賀守玄関番）	 6上
榊原主計頭（町奉行）	 5上下、6上下、17上下、22上
	 23上下、24下
榊原主計頭（目付）	 59上、66下、67下
相模守（若年寄）	 17下、24上、33下、34上、38下
	 39上下、40下、47上、48上、50下
	 ☞	小笠原相模守
左京（西丸目付）	 3下	☞	羽太左京
作左衛門（西丸目付）	 3下	☞	本多作左衛門
桜井庄兵衛（目付）	 72下、73上下、75上下
佐々木卯之助（大筒役支配）	 11上
佐々木益之丞（中間）	 27下
佐々木三蔵（目付）	 43下、60上、62上下、63上、64上
	 65上下、67下、68上下、69上、71上
佐々隼之助（目付）	 60下
笹間清五郎（黒鍬之者）	 21上
佐七（中間）	 12上	☞	寺山佐七
左太夫（徒目付）	 3上	☞	速水左太夫
佐藤久左衛門（徒目付）	 66上
佐藤幸五郎（中間）	 28下、29下
佐藤常三郎（中間）	 22下
左内（目付）	 32上	☞	本多左内
讃岐守（目付）	 10上、11上	☞	大久保讃岐守
佐野吉次郎（町奉行与力）	 23上
佐野藤太夫（賄衆）	 66上
佐橋市左衛門（目付）	 8下、9上下、18上
左兵衛（目付）	 40下	☞	三枝左兵衛
讚三郎（中間）	 28下	☞	平井讚三郎
三御所様（徳川家斉・徳川家慶・徳川家定）	 43下
三蔵（目付）	 43下	☞	佐々木三蔵

【 し 】
次右衛門（中間）	 29上	☞	神尾次右衛門
塩沢小三郎（小人目付）	 3下
塩田栄之丞（西丸徒歩衆）	 3下
柴田出雲守（西丸書院番）	 2下、3上
治兵衛（家主）	 22上
島	左衛門（町奉行組与力）	 6上下
清水惣市（中間頭）	 8上
下総守（老中）	 60上	☞	間部下総守
主膳（目付）	 6下、7上	☞	土岐主膳
主膳正（若年寄）	 33上、34上、38下、39下
	 44上	☞	大岡主膳正
主馬（目付）	 41上、45下、46下、50上、58下
	 ☞	大沢主馬
修理（目付）	 3上	☞	加藤修理
修理（目付）	 19上、69下	☞	池田修理
春貞（坊主）	 16上
隼之助（目付）	 60下	☞	佐々隼之助
浚明院様（徳川家治）	 61上
庄右衛門（目付）	 68上	☞	諏訪庄右衛門
浄観院様（徳川家慶正室楽宮喬子）	 54上
庄左衛門（目付）	 23上	☞	羽太庄左衛門
庄三郎（西丸切手門番之頭）	 69上	☞	小田切庄三郎
勝次郎（目付）	 19上、23上	☞	曲淵勝次郎



庄太郎（名主）	 49下
丈之進（中間頭）	 68上	☞	畔柳丈之進
四郎（西丸目付）	 61下、66下	☞	松平四郎
次郎右衛門（中間）	 28下
四郎兵衛（目付）	 3下、21上	☞	安倍四郎兵衛
新太郎（使組頭）	 75下
真之丞（目付）	 59上、63上、65上	☞	永井真之丞
新兵衛（中間）	 28上	☞	金枝新兵衛
仁兵衛（中間）	 28上	☞	平山仁兵衛
神保喜内（目付）	 19上

【 す 】
末次佐吉（掃除之者頭）	 8上
末吉善左衛門（目付）	 19上
周防守（老中）	 2下、3上	☞	松平周防守
杉浦又作（鳥見）	 44下、45上
杉山八之助（小人頭）	 15上下
鈴木宇右衛門（中間頭）	 1上下、2上下、4上下、5上下
	 6上下、7下、8上、11上、12上
	 13上、14下、15上下、16上
	 17上下、18上、21下、22上下
鈴木斧吉（中間）	 28上、29下
鈴木鋸三郎（中間）	 58下、59上
鈴木善右衛門（中間）	 28上
鈴木伝次郎（目付支配無役）	 27下
鈴木隣十郎（中間）	 58下、59上
須藤伊八（西丸小人）	 3下
須藤形兵衛（賄組頭）	 66上
諏訪部鎌五郎（召馬預）	 27下、67上
諏訪庄右衛門（目付）	 68上

【 せ 】
清真（坊主）	 51下
清八（小人目付世話役）	 75下
関口平七郎（広敷伊賀者）	 58下
関口牧太郎（中間）	 41上、42上
関根市太郎（中間籏指之者）	 7下、8上下
摂津守（若年寄）	 2下、3上、29上、50上、71上
	 ☞	堀田摂津守
瀬平（中間）	 28下	☞	横川瀬平
善右衛門（中間）	 28上	☞	鈴木善右衛門
仙覚（坊主）	 67上
善丘（坊主）	 33下
善久（坊主）	 57上
善左衛門（目付）	 19上	☞	末吉善左衛門
千三郎殿（徳川家斉子息）	 9上、10上、12上
	 15下、25下
善兵衛（組合）	 49下
善兵衛（薪商）	 54下	☞	真木屋善兵衛

【 そ 】
宗運（坊主）	 2上
宗甫（坊主）	 24下、53上

【 た 】
台徳院様（徳川秀忠）	 37上
大納言様（徳川家祥）	 6下、7上、12下、13上下
	 25下、31下、46下、47上
大猷院様（徳川家光）	 37上、61上
高倉助五郎（徒目付組頭）	 10上、12上、30上、42下
	 54上
高田忠太夫（町内世話役）	 49下
高野勝次郎（西丸小人目付）	 3下
高橋磯三郎（中間押）	 14下、15上
高橋栄次郎（口之者）	 27下
高橋覚太夫（小人頭）	 19上下
太吉（小人）	 19上	☞	永越太吉
太吉郎 	 19下
田口五郎左衛門（勘定吟味役）	 42下、48下
竹内五六左衛門（西丸目付）	 9下
但馬（西丸目付）	 3下	☞	駒井但馬守
田代宗順（小普請）	 3下
田中甚左衛門（徒目付）	 72下
田中竜之助（奥右筆衆）	 2下
谷村喜平次（町奉行与力）	 24下
頼母（目付）	 19上	☞	野一色頼母
田端鉄三郎（地割手代）	 49上
田畑門之丞（中間頭）	 11上
樽屋三右衛門（地割役）	 17下、49上
太郎作（小人目付）	 62上	☞	森澄太郎作
弾正少弼（若年寄）	 62下、65上、68上	☞	増山弾正少弼

【 ち 】
近田半左衛門（中間組頭）	 8上
長五郎（家守）	 49下
長兵衛（中間）	 22下	☞	川野長兵衛

【 つ 】
対馬守（若年寄）	 19上	☞	安藤対馬守
土屋紀伊守（大目付）	 33上下、39上
筒井伊賀守（町奉行）	 6上下、17下、23上下
	 24下、50下
筒井伊与守（町奉行）	 6上	☞	筒井伊賀守
筒井紀伊守（町奉行）	 48下、49上
都筑金之助（町奉行与力）	 49上

【 て 】
寺山久五郎（中間）	 10下、11上下、12上
寺山源六郎（中間）	 12上
寺山佐七（中間）	 11上下、12上
寺山庄五郎（中間）	 11上
暉姫君様（徳川家慶息女）	 56下
伝左衛門（徒目付組頭）	 46下、49	下	☞	小野伝左衛門
伝与（坊主）	 2下



【 と 】
藤四郎 	 19下
藤之丞（町人組合持）	 49下
遠宮多助（中間）	 70上
遠山左衛門尉（町奉行）	 57上、58下、67上
遠山多助（中間）	 69下
戸川（目付）	 20下	☞	戸川播磨守
戸川播磨守（目付）	 8下、20下、22下、23下、24下
	 26上下、27下、28上
土岐主膳（目付）	 6下、7上、8下、22下
徳庵（坊主）	 3下
徳山五兵衛（目付）	 47上、48下
戸田日向守（下野宇都宮藩主）	 64上
舎人（目付）	 31下、45上、49下	☞	水野舎人
舎人（西丸目付）	 6下	☞	水野舎人
富山貞平（使）	 9上
豊田勇之助（西丸小人目付）	 4上下
鳥居八右衛門（勘定吟味役）	 42下
鳥居耀蔵（目付）	 45上、47上、48下、50下、60上
	 62上下、63上、64上、65上下
	 72上下、76上
鳥貝鉄四郎（中間）	 29上下
鳥貝利惣次（中間）	 29上

【 な 】
内記（目付）	 68上	☞	岩瀬内記
内膳正（西丸若年寄）	 4上、38下、40上、43下
	 ☞	森川内膳正
内藤安房守（小納戸頭取衆）	 12下、30下
内藤紀伊守（若年寄）	 8上
内藤隼人正（勘定奉行）	 42下
内藤隼人正（目付）	 3下
内府様（徳川家慶）	 6下、8下、13上下、32上
	 34上下、35下、47上、79下、80下
永井真之丞（西丸目付）	 59上、63上、65上下、66上
永井肥前守（若年寄）	 8下、29下、38下
永井靱負（西丸徒頭）	 3下
中川覚左衛門（小人）	 19上
中川勘三郎（目付）	 19下、20上
中川忠五郎（勘定吟味役）	 23下
中川和助（小人）	 19上
永越太吉（小人）	 19上
永越彦次郎 	 19上
長崎半左衛門（目付）	 14上
長瀬平五郎（中間）	 41上、42上
長瀬平太郎（中間）	 41上下、42上
中田新太郎（町奉行与力）	 24下
永田友之助（中間）	 50下
永谷兵吉（町奉行年寄同心）	 17下
永田勇太郎 	 50下
中務（目付）	 7上	☞	牧野中務
中務（西丸目付）	 19下	☞	牧野中務
中根平十郎（西丸目付）	 2上、4上
中野又兵衛（勘定吟味役）	 42下
長野八十之丞 	 61下

中山金三郎（黒鍬之者頭）	 20下、21上下
中山信濃守（小普請支配）	 19下
中山藤右衛門（中間組頭）	 49上下、52上
中山又吉（中間組頭）	 5下、6上、22上
成島惣次郎（目付支配無役）	 27上

【 に 】
新見伊賀守（目付）	 19上
西之宮五兵衛 	 55上
西村貞太郎（代官）	 47下、48上下

【 の 】
野一色頼母（目付）	 19上
野口市次郎（中間）	 67上
野口亀之助（中間）	 67上
能勢市十郎（槍奉行）	 3上
能登守（目付）	 14下	☞	小長谷能登守
野辺弥五郎（徒目付）	 59上、60上
野村惣兵衛（地割手代）	 17下

【 は 】
萩原源助（中間）	 41上、42上
萩原源太郎（中間）	 41上下、42上
萩原才兵衛（中間）	 41上下、42上
萩原利左衛門（二丸長屋門番）	 46上
羽太（目付）	 20下	☞	羽太庄左衛門
羽太左京（西丸目付）	 3下
羽太庄左衛門（目付）	 20下、23上下、29下、41下
羽太庄左衛門（西丸目付）	 7上
八左衛門（名主）	 49下
八十郎（中間）	 28下	☞	山田八十郎
蜂屋新五郎（町奉行与力）	 6上下
服部一郎右衛門（西丸目付）	 54下、74下、75下
服部嘉太夫（町奉行年寄同心）	 17下
初之丞殿（徳川家慶子息）	 30上、37下、39下、40上
羽田市蔵（中間）	 29上、41上、42上
羽田十次郎（中間）	 41上下、42上
羽田正之助（中間）	 29上下、41上下、42上
林	内蔵頭（西丸目付）	 70下、71上
林	忠右衛門（町年寄手代）	 17下
林	肥後守（若年寄）	 10上、19上、24下、31上、38下
	 46下、53下、58下、60下、61下
	 62上、63上
隼人（目付）	 3下	☞	内藤隼人正
速水左太夫（徒目付）	 3上、6下、7上、36下
原	小太郎（町奉行与力）	 17下
播磨守（目付）	 8下、24下、26下、27下、28上
	 ☞	戸川播磨守
半兵衛（名主代）	 49下

【 ひ 】
彦坂近江守（小普請支配）	 3下
彦十郎（小人目付）	 32下	☞	前田彦十郎
肥後守（若年寄）	 10上、19上、24下、31上、38下



	 46下、53下、58下、60下、61下
	 62上、63上	☞	林	肥後守
土方出雲守（勘定奉行）	 23下
土方八十郎（目付）	 22下
肥前守（若年寄）	 8下、38下	☞	永井肥前守
備中守（老中）	 44上	☞	堀田備中守
兵庫頭（西丸目付）	 66下	☞	松平兵庫頭
平井覚次郎（中間）	 28下、29下
平井勝右衛門（中間）	 19下
平井讃三郎（中間）	 28下、41上、42上
平岡石見守（西丸側衆）	 10上
平島西右衛門（黒鍬之者頭）	 14上
平山仁兵衛（中間）	 28上
平山清太郎（中間）	 28上、29下
備後守（老中）	 38上下	☞	太田備後守

【 ふ 】
深谷市右衛門（中間）	 29上
深谷儀助（中間）	 23上下、24上下
深谷金次郎（中間）	 29上、30上
深谷遠江守（勘定奉行）	 42下
深谷与十郎（中間組頭）	 49上下
福谷平左衛門（中間）	 31上
藤田五郎助（小人頭）	 37下、46上
藤村栄太郎（西丸中間目付）	 1上下、2上下、4上下
	 5上下、6上下
古沢（中間頭）	 11上	☞	古沢茂右衛門
古沢茂右衛門（中間頭）	 2下、11上、12下、13上
	 14下、15上下、17下、18上
文恭院様（徳川家斉）	 64下、65上下
豊後守（若年寄）	 59上	☞	本多豊後守
豊後守（西丸若年寄）	 38下	☞	本多豊後守
文左衛門（組頭）	 53上

【 へ 】
平吉（中間）	 28下	☞	小林平吉
平四郎（目付）	 12上、31上下	☞	村瀬平四郎
弁佐（坊主）	 20上、22下

【 ほ 】
伯耆守（老中）	 38上下、43下、44上	☞	松平伯耆守
堀田摂津守（若年寄）	 2下、3上、8上、26下
	 29上、50上、68下、71上
堀田備中守（老中）	 44上
洞	金助（代官手付）	 47下、48上下、49上
堀内忠蔵（町年寄手代）	 49上
堀	小四郎（目付）	 17下、30上
堀	丹波守（越後村松藩主）	 64上
堀	大和守（若年寄）	 11上、31下、38下、42下
	 45上下、50上下
本庄伊勢守（美濃高富藩主）	 64上
本多作左衛門（西丸目付）	 3下
本多左内（目付）	 32上下、34下、35上、37上
本多豊後守（若年寄）	 59上、66下、67下、68上
本多豊後守（西丸若年寄）	 38下

本目帯刀（西丸徒頭）	 3下

【 ま 】
前田彦十郎（小人目付）	 32下
前田又三郎（組頭）	 37上
真壁辰五郎（目付支配無役）	 26下
曲淵勝次郎（目付）	 19上、23上下、41下
牧野中務（目付）	 7上
牧野中務（西丸目付）	 19下
真木屋善兵衛（薪商）	 54下、55上
孫一郎（西丸目付）	 3下	☞	岡野孫一郎
増山河内守（若年寄）	 38上下、44上
増山弾正少弼（若年寄）	 60上、62下、65上、68上
又十郎（中間）	 28下	☞	浅見又十郎
又兵衛（中間頭）	 11上	☞	山崎又兵衛
松浦栄之助（町奉行与力）	 23上
松岡銀蔵（目付支配無役）	 16上下、17上下、18上下
	 23上、24上、40下、47下、48上
松岡五郎八（目付支配無役）	 18下	☞	松岡銀蔵
松五郎（中間）	 29上	☞	朝倉松五郎
松平伊賀守（寺社奉行）	 66上
松平和泉守（老中）	 38上
松平加賀守（加賀金沢藩主）	 59下
松平求馬（目付）	 62上
松平玄蕃頭（若年寄）	 59上
松平信濃守（豊後府内藩主）	 64上
松平四郎（西丸目付）	 61下、66下、72下、73上下
	 75上下
松平周防守（老中）	 2下、3上
松平助之丞（西丸目付）	 10上下、32下、34下、35上
	 37上、38下
松平対馬守（大御番）	 2下、3上
松平兵庫頭（西丸目付）	 66下
松平伯耆守（老中）	 38上下、43下、44上
松永清四郎（中間）	 52下、69下
松永清兵衛（中間）	 41上、42上
松永半左衛門（中間頭）	 67上、68上
松原小右衛門（町奉行玄関取次）	 6上
松前主馬（目付）	 18下
松村久五郎（小人目付）	 18下
松村平次郎（中間）	 31上
間部下総守（老中）	 60上
万兵衛（徒目付組頭）	 19下	☞	小幡万兵衛

【 み 】
三浦八五郎（中間）	 20下
水野采女（目付）	 42下、44下、50下、51上
	 56下、59上、67下
水野越前守（老中）	 38上、75下
水野舎人（西丸目付）	 5上下、6上下
水野舎人（目付）	 31下、42下、45上、49下、60上
	 62上下、63上、64上
御台様（徳川家斉正室寔子）	 21上、46下、47上
御手洗伊右衛門（大御番衆）	 2下、3上
美濃部筑前守（西丸小納戸頭取）	 45下
三村吉兵衛（町奉行与力）	 22上



【 む 】
村瀬惣右衛門（西丸徒衆）	 3下
村瀬平四郎（目付）	 12上、16上、17上下、23下
	 26上、31上下、32下、34下
	 35上、37上、38下
村田幾三郎（勘定吟味役）	 42下
村田常蔵（大筒配下）	 11上
村松万蔵（西丸馬預）	 27下
室田伝次郎（中間目付）	 14下、15上

【 め 】
明信院様（徳川綱吉息女鶴姫）	 45上
目黒十次郎（目付支配無役）	 27上

【 も 】
茂助（組合持）	 49下
望月忠蔵（中間先手同心）	 27上
森川熊五郎（手代）	 18下
森川内膳正（西丸若年寄）	 4上、38下、40上、43下
森澄鎌蔵（西丸小人目付）	 4上下
森澄太郎作（小人目付）	 62上
主水（西丸目付）	 47上	☞	一色主水
主水（目付）	 54下、59上	☞	一色主水

【 や 】
柳生伊勢守（目付）	 32上、33上下、37下、38上
	 39上下、40上、52下、54上
	 59上、64下
安原善蔵（町奉行年寄同心）	 49上
柳川五左衛門（小人目付）	 3下
柳田玖右衛門（小人頭）	 3上下
柳	弥市郎（中間）	 28上
矢部駿河守（勘定奉行）	 42下
山岡五郎作（目付）	 7上、16上、17上下、20上
	 21下、24下、30下、31上
山川下総守（目付）	 20上
山崎（中間頭）	 8下、13下	☞	山崎又兵衛
山崎又兵衛（中間頭）	 8上下、10下、11上、13上下
	 14下、15上下、17下、18上、19下
	 20下、21上、23上、24上、26上
	 29上、31下、40下、42下、46上
山崎茂作（目付支配無役）	 26下
山田源之助（中間）	 28下、29下
山田八十郎（中間）	 28下
大和守（若年寄）	 11上、31下、38下、42下
	 45上下、50上下	☞	堀	大和守
山村信濃守（町奉行）	 19上
山本作次郎（中間）	 7下
山本祝助（小人目付）	 68上
山本善平（目付支配無役）	 27下
山本長六（長屋門番）	 72下

【 ゆ 】
湯浅孫作（表火之番）	 41下
友格（坊主）	 11上
勇格（坊主）	 44上
勇太郎 	 50下	☞	永田勇太郎

【 よ 】
耀蔵（目付）	 45上、50下、72下	☞	鳥居耀蔵
横川吉太郎（中間）	 28下、29下
横川瀬平（中間）	 28下
横田十郎兵衛（目付）	 18下
横山為次郎（徒目付）	 69上
吉田金三郎（小人押）	 15下
吉田金太郎（小人押）	 15上
吉田満之助（中間）	 31上
与十郎（中間目付）	 51下	☞	岡本与十郎
与惣右衛門（中間）	 28下	☞	渡辺与惣右衛門

【 り 】
利惣次（中間）	 29上	☞	鳥貝利惣次
利兵衛（家主）	 57下

【 ろ 】
六郎右衛門 	 8下

【 わ 】
渡辺相吉（中間）	 28下、29下
渡辺兼三郎（中間）	 28下、29下
渡辺小膳（西丸目付）	 63下
渡辺与惣右衛門（中間）	 28下


	扉
	目次
	凡例
	奥付
	人名索引

